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資料 ○ 

ロジスティクス環境会議 環境パフォーマンス評価手法検討委員会の進め方（試案） 
2005.6.3 

 

 

１．環境パフォーマンス評価手法検討委員会（以下パフォーマンス委員会）の活動方針 
（活動計画(案)より） 

 
 ①ロジスティクス活動の環境負荷を低減するため、環境負荷を定量的に把握、評価し、環

境負荷を低減するため、標準的な環境パフォーマンスの算定方法と算定に必要なデータ

を整備する。 

 ②標準的な環境パフォーマンスの算定方法と算定に必要なデータを関係者に提案する。 

 

 

２．第３回全体会議（３/16）での議決事項（パフォーマンス委員会に関係する事項のみ） 

 

 ①算定式の試用（検証） 

 【目 的】 

  ・理論的に設定した算定式の精度を実際の算定結果を使って検証する  

・算定する際の問題点、課題を明らかにする 

  ・算定した結果を『二酸化炭素排出量算定ガイド』に反映させる 

 【対象者】 

  ＣＧＬの会員企業 

 ②排出係数、排出原単位の整備および維持管理 

   行政機関に対する要望 

 

 

３．考慮すべき外的要素 

 

  ①改正省エネ法の省令（６月～） 

  ②グリーン物流パートナーシップ会議 ＣＯ2 排出量算定ＷＧ（６月～） 
  ③2005ＬＥＭＳ（８月？～2006 年３月） 

  ④グリーンロジスティクスエキスパート認定制度の事業化（ロジスティクス環境講座の

開講） 

（11 月予定～） 

  ⑤京都議定書 第５条１項 

⑥第三次物流施策大綱 ⇒別紙１参照 

 

 

４．パフォーマンス委員会の 2005 年度活動内容 

 

2004ＬＥＭＳの成果、2005ＬＥＭＳの中間生成物を積極的に活用する。 

 

１）『二酸化炭素排出量算定ガイド（Ver.１）』の試用（５月～９月） 
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(1) 対象者 

環境会議のメンバー企業（110 社のうち、いわゆる調達物流、販売物流のある企業）） 

  (2) 行 程 

①事前調査   ６月 ⇒事前調査については付録参照（pp３‐７） 

②グループ分け ６月 

   ③説明会の実施 ６月 

   ④算 定    ６月～８月の１か月間（←７月はお中元で物流現場は多忙？） 

   ⑤結果の回収  ８月 

   ⑥分 析    ８月～９月 

   ⑦報告書作成  ９月 

 

２）按分方法の標準化の検討（７月～12 月） 

  ・按分方法の素案はある（『二酸化炭素排出量算定ガイド（Ver.１）』）。⇒別紙２参照 

  ・パフォーマンス委員会ではどのようにして検討を進めるか？ 

   ‐とりあえず按分方法の素案をもとにして、按分可能性を調べるか？ 

   ‐さらに、あらたな調査の必要性如何 

⇒必要な場合、上記事前調査で何らかの情報収集を行うべきか？それとも別途行う

か？ 

 

３）包装材の使用量・排出量算定方法の標準化の検討（７月～12 月） 

  ・包装材の使用量・排出量算定方法の素案はある（2004LEMS）。⇒別紙３参照 

  ・パフォーマンス委員会ではどのようにして検討を進めるか？ 

   ‐とりあえず素案をもとにして、算定可能性を調べるか？ 

   ‐さらに、あらたな調査の必要性如何 

⇒必要な場合、上記事前調査で何らかの情報収集を行うべきか？それとも別途行う

か？ 

 

 

５．活動成果（活動計画(案)より） 

 

 ①『二酸化炭素排出量按分ガイド/トラック輸送編』（仮称）⇔４．２） 

 ②『包装資材の環境負荷排出量算定ガイド』（仮称）⇔４．３） 

 ③『ＣＧＬメンバー企業の二酸化炭素排出量算定データ集』（仮称）⇔４．１） 
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付録 事前調査について

 

調査票は全体でＡ４ １枚に収めたい 

 

１．目 的 

 環境会議のメンバー企業のグルーピング 

 

２．想定しているグループ分け 

①複数の算定式註）で算定可能 

２種類、３種類、（４種類） 

←条件を揃えて算定式のみ変えて算定していただく（算定結果の違いを見たい！） 

⇒別紙４参照 

②いずれか１つの算定式で算定可能 

③算定不可能←不可能な理由は？ 

  註）想定している算定式：燃料法、燃費法、トンキロ法、（改良トンキロ法） 

 

３．事前調査の設問項目 

◆前 提 

・日本国内のトラック輸配送を対象とする。 
 ・【荷主】（データの取得し易さを考慮して、例えば、）特定商品の特定輸送区間を対象とし

たらどうか？   
 ・【物流企業】（データの取得し易さを考慮して、例えば、）ダイヤが設定されているような

特定の輸送区間で運用されている特定の車両を対象としたらどうか？ 
 
◆設問方針 

Ａ案：即物的にデータ項目について質問をする。入手可能なデータ項目がわかれば、使用

可能な算定式が決まる（し、按分の可能性もある程度想定できる）。 

Ｂ案：2004ＬＥＭＳ方式（啓発的。しかし、迂遠かも） 

Ｃ案：？？？ 

 

◆設問項目・案１（Ａ案準拠―網羅的調査） 
【荷主企業向け】 
①自社内で入手可能なデータ項目 
  ・輸送トン 
  ・輸送容積 
  ・輸送距離（荷物の仕向先） 
②委託先から入手する必要のあるデータ項目 

・燃料使用量 
  ・燃費 
  ・積載率 
  ・積載効率 
③データの計測単位

〔輸送〕 
  ・各区間（トリップ単位） 
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  ・全輸送区間（ＯＤ/ＤＯ単位） 
〔トラック〕 

  ・車両１台ごと 
  ・車種ごと 
  ←「データの計測単位」は調査することが望ましいが、回答の容易性を考えて、今回は

見送るか？ 
（データ項目によって、恐らく、計測/取得単位は変わっている⇒回答が煩雑になる〔下

表参照〕） 
 
設問項目①から③をまとめて表にすると次のとおり。 
 

表 データ項目別データ計測/取得単位【荷 主】 

 

輸配送に関わる単位 トラックに関わる単位           単 位 

データ項目 OD トリップ その他 車両 車種 その他 

輸送重量       
輸送容積       

計 

測 輸送距離       
燃料使用量       
燃  費       
積 載 率       

取 

得 

積載効率       
註１）OD 単位とは、輸配送の最初の出発地から最終目的地までに関わる諸データを計測/取得単位とするもの。（東

京～大阪） 

註２）トリップ単位とは、OD の中に存在する個々の立ち寄り地点（最初の出発地から最終目的地も含む）間に関

わる諸データを計測/取得単位とするもの。（東京～静岡、静岡～名古屋、名古屋～大阪） 

註３）車両単位とは、全ての車両のデータを入手。 
註４）車種単位とは、例えば 10 トン車の中から特定の車両を選び出しこの車両のデータを入手。 
註５）「計測単位」が輸送でもトラックでもなく、出荷製品（ごと）や事業所（ごと）といったケースも想定され

る。 
 

【回答凡例】 
計測/取得できる ：○ 
計測/取得できない：× 
不 明      ：？ 

 
④データの集計単位 

・１年 
・半年 
・４半期 
・月ごと 
・週ごと 
・毎日 
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【物流企業向け】 
基本的な考え方は荷主企業向け同様。ただし、データは全て“計測”データになる。 

  
表 データ項目別データ計測単位【物流企業】 

 

輸配送に関わる単位 トラックに関わる単位           単 位 

データ項目 OD トリップ その他 車両 車種 その他 

輸送重量       
輸送容積       
輸送距離       
燃料使用量       
燃  費       
積 載 率       

計 

測 

積載効率       
註１）OD 単位とは、輸配送の最初の出発地から最終目的地までに関わる諸データを計測/取得単位とするもの。（東

京～大阪） 

註２）トリップ単位とは、OD の中に存在する個々の立ち寄り地点（最初の出発地から最終目的地も含む）間に関

わる諸データを計測/取得単位とするもの。（東京～静岡、静岡～名古屋、名古屋～大阪） 

註３）車両単位とは、全ての車両のデータを入手。 
註４）車種単位とは、例えば 10 トン車の中から特定の車両を選び出しこの車両のデータを入手。 
註５）「計測単位」が輸送でもトラックでもなく、荷主（ごと）や事業所（ごと）といったケースも想定される。 
 

【回答凡例】 
計測/取得できる ：○ 
計測/取得できない：× 
不 明      ：？ 

 
◆設問項目・案２（Ａ案準拠―簡易的調査） 
【荷主企業向け】 
①自社内で入手可能なデータ項目 
  ・輸送トン 
  ・輸送容積 
  ・輸送距離（荷物の仕向先） 
②委託先から入手する必要のあるデータ項目 

・燃料使用量 
  ・燃費 
  ・積載率 
  ・積載効率 
 
 
設問項目①から②をまとめて表にすると次のとおり。 
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表 データ項目別データ入手状況【荷 主】 

 

入手状況  
データ項目 

入手できる 入手できない 不 明 

輸送重量    
輸送容積    

計 

測 輸送距離    
燃料使用量    
燃  費    
積 載 率    

取 

得 

積載効率    

 

 
【回 答】 
 該当する欄にチェックを入れてください。 
 
③データの集計単位 

・１年 
・半年 
・４半期 
・月ごと 
・週ごと 
・毎日 

 
【物流企業向け】 
基本的な考え方は荷主企業向け同様。ただし、データは全て“計測”データになる。 

 
表 データ項目別データ入手状況【物流企業】 

 

入手状況  
データ項目 

入手できる 入手できない 不 明 

輸送重量    
輸送容積    
輸送距離    
燃料使用量    
燃  費    
積 載 率    

計 

測 

積載効率    

 

 
【回 答】 
 該当する欄にチェックを入れてください。 
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◆その他の留意事項 
・算定の範囲 

全社、事業所、委託分、･･･ 

・データ取得の範囲 

サンプリング調査、悉皆（全数）調査 

・算定結果の種類 

サンプルのみ、サンプルを拡大推計（何を使って拡大？）、全て 

 

 

 

以 上 
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参考資料２ 
2005.6.3 二酸化炭素排出量算定ガイドより抜粋 

４．按分の方法（検討中）  

 
・ 荷主企業が輸配送業務を物流事業者に委託している場合、二酸化炭素排出量の算定にあ

たり、委託先からデータを提供してもらうことが必須となります。 
・ しかしながら、物流事業者の多くは複数の荷主から業務を委託されている場合が一般的であ

ることから、荷主に燃料使用量や二酸化炭素排出量などのデータを提供するためには、物流

事業者は当該データを荷主ごとに按分することが必要となります（図表４－１）。 
・ 輸配送活動の場合は、物流量（トンキロ、トン）や輸配送料金を用いた按分方法が考え

られます。 
・ 按分する際には、複数の荷主に対し一貫した方法で按分を行い、データと按分方法を報告し

てください。 
・ なお、荷主は、複数の物流事業者から異なる方法で按分されたデータを提供される可能性も

考えられます。荷主側から見た場合にも一貫した方法を採用することが理想ですが、これが

難しい場合には、複数の按分方法を採用していることを注記してください。 
 

図表４－１ 輸配送におけるＣＯ２排出量按分の考え方 

荷主Ａ
の
荷物

荷主Ｂ
の

荷物

荷主Ｂ
の
荷物

荷主Ｃ
の

荷物

CO2

排出量
CO2

排出量

荷主Ａの
CO2

排出量

荷主Ｂの
CO2

排出量

荷主Ｂの
CO2

排出量

荷主Ｃの
CO2

排出量

物流事業者Ａ 物流事業者Ｂ

按分方法

輸送量　（トンキロ）
輸送量　（トン）
輸送料金　（円）　　　　　

荷主Ａ 荷主Ｂ 荷主Ｃ

按分方法

輸送量　（トンキロ）
輸送量　（トン）
輸送料金　（円）　　　　　

【物流事業者Ａの按分例】 

■200X 年度の物流事業者Ａの輸送実績 

   荷主Ａ 20,000 トンキロ 

   荷主Ｂ 30,000 トンキロ 

   計   50,000 トンキロ 

■200X 年度の物流事業者Ａの二酸化炭素排出量（回送を除く輸配送分） 

   9,000kg 

■200X 年度の荷主Ａの二酸化炭素排出量 

   9,000（kg）×{20,000（トンキロ）/50,000（トンキロ）}＝3,600（kg） 

■200X 年度の荷主Ｂの二酸化炭素排出量 

   9,000（kg）×{30,000（トンキロ）/50,000（トンキロ）}＝5,400（kg） 



参考資料３

2005.6.3 
2004LEMS 報告書より抜粋 

第５章 包装資材に関する定量データの算定可能性 

１．包装資材に関するデータ算定の必要性について 

1.1 循環型社会構築と包装資材 

顧客が要求する製品を、要求する場所へ時間通りに運ぶために、多くの企業がサプ

ライチェーンとして繋がり、その中で最適なロジスティクスシステムが構築されてい

る。このロジスティクスシステムは、経済面での全体最適に資する役割を担っている

が、循環型社会を構築するためには、環境面からもサプライチェーン全体の最適を目

指さなければならない。つまり、サプライチェーンを構成する各企業の環境負荷の低

減だけではなく、サプライチェーン全体の環境負荷を低減する環境調和型のロジステ

ィクスシステムを構築することが必要である。 

循環型社会構築に向けて、物流やロジスティクス分野において着目しなければなら

ないのは、サプライチェーンの中で購入、使用、廃棄されている包装資材である。 

製品の輸送、保管等の際に、その価値や状態を保護するために使用される包装資材

には、使い捨て包装資材と再使用可能な包装資材の２つが存在する。 

使い捨て包装資材とは、上流側から下流側へ運ばれ、包装資材としての役割を終え

た後に排出や廃棄される包装資材で、段ボールやシュリンク包装等がこれに該当する。

排出後に再び使用されることは少ないが、廃棄されることなく、マテリアルリサイク

ルやサーマルリサイクル等、他の形態で再利用されていることが多い。 

一方、再使用可能な包装資材とは、使用した後に、再使用するために返却される包

装資材で、通い箱やパレット等がこれに該当する。循環型社会構築のためには、この

再使用可能な包装資材を多くの企業が使用することが必要である。 

このように、包装資材は、極力、排出や廃棄が行われないように利用されているが、

企業が購入した包装資材は、再使用、再利用が不可能になった段階で、自社、下流側

の企業、消費者によって最終的には廃棄されることになる（図表５－１）。そして、こ

れらの包装資材を廃棄するための費用や新たな環境負荷（廃棄のための輸送による環

境負荷等）が発生し、上流側の企業、下流側の企業の両者にとって大きな負担となっ

ている。また、新たに発生する環境負荷は、発生者である上流側が責任を負うべきな

のか、排出者である下流側が責任を負うべきなのか、この責任の所在についての問題

も生じている。 

このように、循環型社会構築にむけて包装資材における環境負荷について検討する

必要がある。 
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2004LEMS 報告書より抜粋 

図表５－１ サプライチェーンにおける包装資材の流れ 

 

2 包装資材に関するデータ算定の必要性について 

包装資材は、ロジスティクスシステムにおいて重要な役割を担っているが、製品と

比

ーン全体の包

装

するデータを的確に

把

ムが

機

 

包装資材の購入 包装資材の購入

包装資材の排出 包装資材の排出

再利用
再使用

廃棄

A社 B社 C社

包装資材の排出

消費者

製品
製品包装

再利用
再使用

廃棄

再利用
再使用

廃棄

 

 

 

1.

較するとその製品価値は低い。製品の場合はサプライチェーンの結節点である企業

間取引において、情報交換・情報連携が必須となっているが、包装資材については、

定量的に管理し、情報交換を行っていない企業が多いと考えられる。 

しかし、サプライチェーンを構成する各企業、あるいはサプライチェ

資材の削減、再使用、再利用に向けて取り組みを実施した場合、その取り組み効果

を立証することが必要である。また、自社が排出した包装資材はどれだけの量であり、

かつ、どこで廃棄されているのかを把握しておく必要がある。 

そのためには、包装資材の流れや購入・使用・回収・廃棄に関

握し、企業間でそのデータ交換ができる情報チェーンの構築が必要である。 

この情報チェーンが構築されることにより、環境調和型ロジスティクスシステ

能することになる。さらに、取り組み効果を示す指標を作成し、評価し、さらなる

取り組みを実施することで、サプライチェーンにおける環境面での全体最適が達成さ

れることになる。 
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1.3 包装資材の流れの概念化 

本調査では、包装資材の利用現況（購入、使用、回収・返却、廃棄等）を、ヒアリ

ング調査、アンケート調査により把握し、包装資材に関する定量データを算定する標

準的な方法を構築することを目的としている。 

図表５－２は、包装資材の流れの概念図である。ここでは、包装資材の流れを、①

購入段階(A)、②使用段階(B1、B2)、③回収・返却段階(C1、C2)、④排出段階(D)の 4

つに分類し、それぞれの段階における使い捨て包装資材及び再使用可能な包装資材の

利用現況の把握や、包装資材に関する定量データの算定可能性について検討した。 

 

図表５－２ 企業における包装資材の流れ （概念図） 

 

①購入段階 購入量(A) = 在庫量(a1) 

   + 自社購入分の使用量(a2) 

②使用段階 自社に運ばれてくる包装資材量(B1) = 通過量(b1) 

 （他社→自社）  + 開梱に伴う排出量(b2) 

   + 返却量(b3) 

 使用量(B2) = 自社購入分の使用量(a2) 

 （自社→他社）  + 通過量(b1) 

   + 再使用量(c1) 

③回収/返却 回収量(C1)  再使用量(c1) 

段階 （他社→自社）    + 再使用されずに排出される量(c2) 

 
返却量(C2) 

（自社→他社） 
= 返却量(b3) 

④排出段階 排出量(D) = 開梱に伴う排出量(b2) 

   + 再使用されずに排出される量(c2) 

自社

在庫

A

a1

B2
B1

C2
C1

b3

c1

a2

b1

c1

D

b2 c2
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２．包装資材の利用現況と定量データの算定可能性 

2.

な包装資材は、再使用が不可能にな

っ

段階における利用現況と購入量の算定可能性について検討した。 

 

１）包装資

本 （図表５

－３） 80.9％)

85.5％、

資材

高い。

食品 材を使用

でき 効率的で

 

 

また、ヒア 実施したすべての企業に 入されて

いた。包装資材の購入のタイミングは、製品の物量 入する場合や、原

油価格上昇に 材の単価も上昇する め 安い時に大

量に購入する等 定期である。また、自社で購入し 他に、取

れる、取引先の指示に 購入し、購入費用を

請 ている 見られる。パレットに 社

にレンタルし 入せずにレンタルし 見られた。 

 

 

1 購入段階 

自社が購入した使い捨て包装資材、再使用可能

た段階で、いずれ廃棄されることになる。廃棄する主体は、購入した自社だけでは

なく、他社や消費者になることもあるため、発端となる購入段階（源流）において、

包装資材を極力抑制する（リデュース）ことが重要である。このため、包装資材の購

入量を算定し、これを管理指標とすることが必要となる。ここでは、包装資材の購入

材の購入状況 

調査では、アンケート調査により、包装資材の購入状況を調査した

。回答企業 260 社のうち、包装資材を購入している企業は 211 社(

である。包装資材の購入比率を見ると、製造業が 89.0％、物流子会社が

物流事業者が 77.4％と高い。また、その他の業種でも半数以上の企業が包装

を購入している。 

また、再使用可能な包装資材よりも、使い捨て包装資材の購入比率の方が

を取り扱っている企業の例を挙げると、食品包装には汚れた包装資

ないため、使い捨て包装資材（常に新しい包装資材の使用）の方が

あるためである。 

図表５－３ 包装資材の購入状況 

業種 回答
企業数

企業数 比率 購入企業数 比率 購入企業数 比率 購入企業数 比率 購入企業数 比率 企業数 比率 企業数 比率

01 製造業 103 92 89.0% 58 63.0% 48 52.2% 39 42.4% 17 18.5% 5 4.9% 6 5.8%
02 卸売業 18 10 52.9% 7 70.0% 5 50.0% 1 10.0% 1 10.0% 3 16.7% 5 27.8%
03 小売業 9 5 55.6% 1 20.0% 2 40.0% 0 0.0% 2 40.0% 2 22.2% 2 22.2%
04 建設業 2 1 50.0% 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 50.0% 0 0.0%
05 物流子会社 62 53 85.5% 34 64.2% 30 56.6% 12 22.6% 11 20.8% 6 9.7% 3 4.8%

06 物 62 29 60.4% 26 54.2% 7 22.9% 9 14.5% 5 8.1%

0 4 1 50.0% 0 0.0% 0 50.0% 1 25.0% 1 25.0%

総計 260 211 80.9% 131 62.1% 111 52.6% 59 28. 22 8.5%

購入している 購入していない 無回答
使い捨て包装資材 再使用可能な包装資材 商品個装 購入しているが無回答

流事業者

7 その他

48 77.4%

2 50.0%

14.6% 11

0.0% 1

0% 43 20.4% 27 10.4%

リング調査を おいて包装資材は購

に応じて購

伴い包装資 た 、包装資材の価格が

、購入は不 て使用する

引先が購入して自社に渡さ より自社が

求し 等のケースも ついては、購入したものを他

ている、購 て使用している事例が
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２）購入量の算定可能性について 

図表５－４は、包装資材の流れを概念化したものである。包装資材の購入量は

入量(A)の算定状況をヒアリング調査により把握した。 

使い捨て包装資材や再使用可能な包装資材の購入金額や購入個数については、

容易であると考え

られる（図表５－５）。 

 

 

図表５－５ 包装資材購入量の算定について 

 

A に該当する。この購

購入時に把握しているが、購入量を重量ベースで把握していない企業が多い。こ

れは、重量ベースで算定する（金額から重量へ変換する）ための追加的な労力が

必要であること、あるいは、購入量（重量）は管理指標としての重要度が高くな

いことが主な理由である。しかし、購入量（重量）を把握していないが、購入伝

票を活用することにより、購入量を算定できるという意見が多く聞かれた。 

これより、包装資材の購入量を重量ベースで把握することは

図表５－４ 包装資材の流れ（概念図） 

用途

データ項目 

使い捨て包装資材 再使用可能な包装資材

購入量(A) ○ 

現在は重量で算定して

いないが、算定可能で

ある。 

○ 

現在は重量で算定して

いないが、算定可能で

ある。 

○：算定可能性が高い  △：条件次第で算定可能  ×：算定困難である 

自社

B1

C2
C1

在庫

A

a1

B2

a2

b1

b3

c1

c1

D

b2 c2
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2.

自 な

った段

や消

制す

指標

量の

図 2)

を厳密

３つ る。 

図表 ） 

使用量(B2) 

2 使用段階 

社が使用した使い捨て包装資材、再使用可能な包装資材は、再使用が不可能に

階で、いずれ廃棄されることになる。廃棄する主体は自社だけではなく、他社

費者になることもあるため、発生源となる使用段階において、包装資材を極力抑

る（リデュース）ことが重要となる。よって、包装資材の使用量を算定し、管理

とすることが必要となる。この包装資材の使用段階における現況を把握し、使用

算定可能性について検討した。 

表５－６は、包装資材の使用に関する概念図である。自社の包装資材使用量(B

に把握するためには、自社購入分の使用量(a2)、通過量(b1)、再使用量(c1)の

の流れに着目する必要があ

 

５－６ 包装資材の使用の流れ （概念図

自社

B1

C2
C1

在庫

A

a1

B2

c2

D

b3

c1

a2

b1

c1

b2

 

= 自社購入分の使用量(a2) 

  + 通過量(b1) 

  + 再使用量(c1) 

自社購入分の使用量(a2) = 購入量(A) 

  - 在庫量(a1) 

通過量(b1) 装= 自社に運ばれてくる包 資材量(B1) 

  - 開梱に伴う排出量(b2) 

 返却量(b3)  - 

再使用量(c1) = 回収量(C1) 

  - 再使用されずに排出される量(c2) 
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自社購入分の使用量(a2)は、購入量(A)から在庫量(a1)を差し引いた値である。通過

量(b1)は、自社に運ばれてくる包装資材量(B1)から、開梱に伴う排出量(b2)や返却量

(b

て 

 

①購入量(A) 

購入量 資材、再使用可

可能な状

 

ないと言

包装資材

収量は同

資材の総

ている。

算が必要

 

以 自社購入分の使用量 2 て整理したものが図

表５－７である。 

使い捨て いては、 品出荷ご に使用している包装資材の量を

把握している企業はなかった。ま 、購 庫量(a1)とも把握可能であ

るため、自社購入分の使用量(a2 算 した包装資

材は必ず使用する（包装資材購入量≒包装資材使用量）ことを前提にすれば、

包装資材の在庫を管理し、詳細な使用量を、労力をかけて算定する必要はない

とする企業

再使用可能な包装資材についても、購入量(A)、在庫量(a1)とも把握可能であ

るため、自社購入分の使用量(a2)は算定可能である。また、購入量(A)から在庫

3)を差し引いた値である。再使用量(c1)は、回収量(C1)から、再使用されずに排出

される量(c2)を差し引いた値である。従って、包装資材使用量(B2)を厳密に算定する

ためには、A、a1、B1、b2、b3、C1、c2 の７つのデータを把握しなければならないこ

とになる。ヒアリング調査により、この７つのデータの把握可能性について調査した。 

 

１）各データ項目の算定状況につい

(1) 自社購入分の使用量(a2) 

自社購入分の使用量(a2)は、購入量(A)から在庫量(a1)を差し引いた値である。

 

については、2.1 で検討したとおり、使い捨て包装

能な包装資材の両方において、現在は重量で算定していないが算定

況である。 

②在庫量(a1) 

(a) 使い捨て包装資材の場合 

ヒアリング調査では、包装資材の在庫状況を正確に把握している企業は

みられなかった。ただし、包装資材の在庫量の把握は不可能では

う意見が多く聞かれた。 

(b) 再使用可能な包装資材の場合 

再使用可能な包装資材は、使い捨て包装資材と異なり、繰り返し使用さ

れるため使用量は購入量とは明らかに異なる（包装資材購入量≠

使用量）。また、破損や紛失により不足が生じるため、使用量と回

値となることは少ない。従って、自社の内外で保有している包装

量や在庫状況を常に管理する必要があるため、在庫量は把握され

しかし、個数や枚数等で管理されていることが多いため、重量換

となる。 

上より、 (a )の算定可能性につい

包装資材につ 製 と

た 入量(A)、在

)は 定可能である。しかし、購入

が多い。 
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量(a1)を減じる計算をしなくても、出荷時にケース数やパレット数単位で管理

している企業については、通い箱やパレットの使用量を直接算定することが可

能である。 

 

図表５－７ 自社購入分の使用量(a2)の算定可能性について 

 

用途 使い捨て包装資材 再使用可能な包装資材

データ項目 

購入量(A) ○ 

現在は重量で算定して

ある。 

○ 

現在は重量で算定して

ある。 

いないが、算定可能で いないが、算定可能で

在庫量(a1) ○ 

現在は重量で算定して

○ 

現在は重量で算定して

いないが、算定可能で

ある。 

いないが、算定可能で

ある。 

自社購入分の使用量(a2) 

(a2 ) 

○ 

算定可能である。 

ただし、購入量(A)=使

用量(a2)とする企業が

多い。 

○ 

算定可能である。 

出荷データの活用によ

り直接算定することが

可能である。 

) = (A) – (a1

○： 可能  ×：算定困難である 

 

(2) 通

通 てくる包装資材量(B1)から、開梱に伴う排出量

(b る。 

 

①自

(

ヒアリングした製造業では、「製品あたり包装資材使用量」を算

定している。この「製品あたり包装資材使用量」、あるいは、「出荷ごとに

企業は、自社に運ばれてくる包装資材量(B1)の把握が可能

タの提供を受けることは困難である。この状況下で可能

算定可能性が高い  △：条件次第で算定

過量(b1) 

過量(b1)は、自社に運ばれ

2)や返却量(b3)を差し引いた値であ

社に運ばれてくる包装資材量(B1) 

a) 使い捨て包装資材の場合 

ヒアリング調査では、入荷検品の際に、製品の種類や個数を把握してい

るが、製品と一緒に運びこまれる使い捨て包装資材（段ボール、シュリン

ク包装）の量を把握している企業はなかった。 

一方で、

使用される包装資材量」に関するデータを下流側の企業へ提供することに

より、下流側の

になると考えられる。しかし、これはトップランナー企業の事例であり、

実際に包装資材使用量を把握するためには労力が必要となる。特に、出荷

ごとに使用される包装資材の量が大幅に変動する場合は、随時、使用量を

チェックする必要があるため把握は困難であると言えよう。また、卸売業、

小売業においては、取引先数や品目数（アイテム数）が多いため、すべて

の取引先よりデー

な限りデータの提供を受けたとしても、自社全体の包装資材の量を把握し
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たとは言えず、算定結果の精度に問題がでてくる。 

従って、使い捨て包装資材において、自社に運ばれてくる包装資材量(B1)

を把握することは、現状では難しい状況である。 

(b) 再使用可能な包装資材の場合 

ス数やパ

レット数単位で入荷管理している場合には、入荷データを利用し、重量換

算することにより、自 ば 量

。 

 

②開梱に伴う排出量(b2) 

の場合 

ヒアリングを行った卸売業 m

四方（約 800kg）に圧縮し、

平均で 10 個程排出されているた は約８トン 。また、

行った物流事業 拠点 みの

シュリンク包装材を、圧縮機

していた。 

重量ベースで把握することができる企業も見られた。ただし、詳細に把握

は課題が存在する。 

い。 

・ 再使用の観点から、開梱後の段ボールを緩衝材として有効活用して

れる量については算定できない（厳密

る）。 

 

(

 

③返

(

社で測定することになる。しかし、上流側へ返却するのであれば、下流側

通い箱やパレット等の再使用可能な包装資材については、ケー

社に運 れてくる包装資材 (B1)を把握することが

可能である

(a) 使い捨て包装資材

では、自社で開梱した

これを定期的に業者が

め、排出量

ダンボールを、約 1.5

買い取っていた。１日

/日となる

ヒアリングを 者では、自社の各 で発生した使用済

械のある拠点に集約し、これを圧縮して廃棄

また、実重量ではなく、包装資材回収業者の回収頻度や料金などから、

するために

・ 上流側から来て開梱した包装資材と下流側から回収した包装資材を、

共同保管しているため、区別して把握できな

いる場合、この下流側へ運ば

には通過量(b1)に該当す

・ 敷地内の施設を不動産貸ししている場合、施設の借主と包装資材回

収業者の当事者同士で契約が交わされるため排出量は把握できない。

b) 再使用可能な包装資材の場合 

上流側の企業が使用している再使用可能な包装資材は、開梱後に上流側

へ返却されるため、自社から排出されることは少ない。自社が保有してい

る包装資材を上流側の企業へレンタルしている場合は、入荷後に破損状態

をチェックし、再使用が不可能な場合は修理や廃棄されることになる。こ

の廃棄量は使用量と比較して少量であるため、データの把握は可能である。 

却量(b3) 

a) 使い捨て包装資材の場合 

ヒアリング調査では、使用されている使い捨て包装資材が少量の場合に

は、上流側へ返却している企業があったが、事例としては少なかった。返

却量を把握するためには、上流側の企業からデータの提供を受けるか、自
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でその量を把握する必要はない。 

(b)

、入荷量＝返却量とな

数単位で入荷管理している場合には、入

荷

 

以上より、通過量(b1) の算定可能性について整理したものが図表５－８であ

1)を算定している企業は見られなかった。 

使い

排出

把握

では

再

して 算定可能である。 

 

 

データ項目 

 再使用可能な包装資材の場合 

再使用可能な包装資材は開梱後に返却されるので

る。従って、ケース数やパレット

データを利用することにより、自社に運ばれてくる包装資材量(B1)を把

握することが可能であり、これが返却量(b3)となる。しかし、上流側へ返

却するのであれば、下流側でその量を把握する必要はない。 

る。 

ヒアリング調査では、通過量(b

捨て包装資材については、データの算定が可能であるのは、開梱に伴う

量(b2)だけであり、自社に運ばれてくる包装資材量(B1)や、返却量(b3)は

することができない。従って、通過量(b1)を詳細に把握することは現段階

難しい。 

使用可能な包装資材については、ケース数やパレット数単位でデータ管理

いる場合は、

図表５－８ 通過量(b1)の算定可能性について 

用途 使い捨て包装資材 再使用可能な包装資材

自社に運ばれてく

(B1) 

からのデ

要。 

る包装資材量 × ○ 

把握している事例はな

い。 

上流側の企業

ータ提供が必

入荷データを活用して

算定可能である。 

開梱に伴

、詳細に把握す

の課題は存在す

少量である。 

算定は可能である。 

う排出量(b2) ○ 

算定可能である。 

○ 

返却が前提であるため

ただし

るため

る。  

返却量(b3) × 

上流側の企業からのデ

ータ提供が必要。 

算定の必要性は低い 

○ 

入荷量＝返却量として

把握可能である。 

返却が前提であるため

算定の必要性は低い 

通過量(b1) 

(b1) = (B1) – (b2) – (b3) 

× 

開梱に伴う排出量(b2)

のみ算定可能である。

○ 

入荷データを活用して

算定可能である。 

○： 可能  ×：算定困難である 

 

 

算定可能性が高い  △：条件次第で算定
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(3) 再

再使用されずに排出される量(c2)を差し

引いた

 

①回

(

に、使用済

み包装資材を自社の物流センターに持ち帰り廃棄している。包装資材の使

0％持ち帰るため、出荷時の使用量(B2)＝回収量(C1)となる。従って、使

することは不可能である。 

返却されるため、使用量(B2)と回収量

(C1)は同値となる。従って、使用量(B2)の把握は、回収量(C1)の把握状況

次第であ

②再使用されずに排出される量(c2

使い捨てであるため、もともと回収量は少なく、さらには回収後に再使

用されることは少ない。回収 )は、そのまま排 り、

再使用されずに排出される量 なる。従って、再使用さ

量(c2)の把握は、回収量(C1)の把握状況次第である。 

しかし、上流側から運び込まれる包装資材と共同保管されることがある

ため、再使用されずに排出さ て し

い状況である。 

用可能な包装資材の場

再使用可能な包装資材は、破損が激しく修理が難しい場合に排出される

ことになる。もともと、繰り 強

め、破損する量は少量であると考えられる。従って 出

可能である

 

ものが図表５－９で

ある。 

使い捨て包装資材は回収後に排出されるため、再使用量≒０と考えられる。

そのため、再使用量(c1)を算定する必要性は低い。一方、再使用可能な包装資

材については、再使用不能による排出量は少ないため、使用量(B2)≒回収量(C1) 

使用量(c1) 

再使用量(c1)は、回収量(C1)から、

値である。 

収量(C1) 

a) 使い捨て包装資材の場合 

ヒアリングを行った製造業では、客先での包装資材の開梱後

用から排出までが、自社内で完結している事例である。下流側で開梱後に

10

用量(B2)を把握していれば回収量(C1)も把握が可能である。 

一方、ヒアリングを行った小売業では、使用された包装資材が少量の場

合には、上流側へ返却を依頼している。しかし、発荷主ではなく、物流事

業者が引き取り、処理するケースも存在する。この場合、物流事業者はこ

の量を把握

(b) 再使用可能な包装資材の場合 

出荷した包装資材が基本的には

る。 

 

) 

(a) 使い捨て包装資材の場合 

量(C1 出されることにな

(c2)＝回収量(C1)と

れずに排出される

れる量(c2)を区分し 把握をすることは難

(b) 再使 合 

返し使用を想定した 度で作成されているた

、再使用されずに排

される量(c2)の算定は 。 

以上より、再使用量(c1)の算定可能性について整理した
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として把握することが可能である。 

 

９ 再使用量(c1)の算定可能性について 

用途

デー

使い捨て包装資材 再使用可能な包装資材

図表５－

 

タ項目 

回収 △ ○ 量(C1) 

自社内完結であれば、

使用量(B2)＝回収量

(C1)であるため算定可

能である。 

しかし、発荷主に返却

されない場合は算定不

使用量(B2)＝回収量

(C1)であるため算定可

能である。 

 

可能である。 

再使用されず

ため回収量

況次第で

に排出される量(c2) △ 

再使用されずに排出さ

れる量(c2)＝回収量

(C1)である

(C1)の把握状

○ 

少量であるため把握可

能である。 

ある。 

再使用量

(c1) = (

ため再使用量≒０とす

れば算定する必要性は

ある。 

(c1) 

C1) - (c2) 

△ 

把握可能ではあるが、

本来、使い捨てである

○ 

使用量(B2)＝回収量

(C1)として算定可能で

低い。 

○：算定可能性が高い  △：条件次第で算定可能  ×：算定困難である 

 

 

２）使用量(B2)の把握について 

以上より、使用量(B2)の算定可能性について整理したものが図表５－10である。 

使い捨て包装資材については、現状では自社購入分の使用量(a2)のみが算定可

能な状況である。また、この自社購入分の使用量(a2)を詳細に把握するためには、

購入した包装資材の在庫管理を徹底することが有効となる。在庫量を考慮した使

用量(B2)の算定式は、2003 年度調査で示した、『包装資材使用量＝包装資材購入

量＋期初の在庫量―期末の在庫量』である。 

しかし、購入した包装資材は必ず使用すると解釈すれば、使用量(B2)＝購入量

(A)となり、労力をかけて使用量(B2)を把握する必要はないと言う意見が多く聞か

れた。この算定式を標準として算定を推進するか、購入量(A) ＝使用量(B2)と見

なして算定するか、さらなる検討が必要である。 

一方、再使用可能な包装資材については、ケース数やパレット数単位で入出荷

管理している場合には、入出荷データを利用することにより算定することができ

る。ただし、重量換算する必要がなる。 
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図表５－10 使用量(B2)の算定可能性について 

タ項目 

能な包装資材 

 

用途 使い捨て包装資材 再使用可

デー

購入量(A) ○ 

現在 で

が、算定可能である。 

○ 

在

が、算定可能である。 

は重量 算定していない 現 は重量で算定していない

在庫 ○ 

現在は重量

が、算定可

○ 

、

量(a1) 

で算定していない

能である。 

現在

が

は重量で算定していない

算定可能である。 

自社購入分の使用量(a2) 

(a2) = (A) – (a1) 

○ 

算定可能である。 

ただし、購入量(A)=使用量

企業が多い。 

○ 

算定 能である。 可

出荷データの活用により直接

算定(a2)とする することが可能である。

自社に運ば

材量

上流側の企業

供が必要。 

○ れてくる包装資

(B1) 

× 

把握している事例はない。 

からのデータ提

入荷

能で

データを活用して算定可

ある。 

開梱に伴う排出量(b2) ○ 

算定可能であ

ただし、詳細 ため

の課題は存 る。 

が前提であるため少量で

ある。 

算定 能である。 

る。 

に把握する

○ 

返却

在す は可

 

返却量(b3) × 

上流側の企

供が必要。

算定の必要  

量として把握可

ある。 

返却が前提であるため算定の

は低い 

業からのデータ提

 

性は低い

○ 

入荷

能で

量＝返却

必要性

通過量(b1) × ○ 

(b1) = (B1) – (b2) – (b3) 開梱に伴う排出量(b2)のみ算 入荷データを活用して算定可

定可能である。 能である。 

回 ○ 収量(C1) △ 

自社内完結であれば、使用量 使用量(B2)＝回収量(C1)であ

(B2)＝回収量(C1)であるため

算定可能である。 

しかし、発荷主に返却されな

い場合は算定不可能である。

るため算定可能である。 

 

再使

量(

ため る。 

用されずに排出される

c2) 

△ 

再使用されずに排出される量

(c2)＝回収量(C1)である

○ 

少量であるため把握可能であ

回収量(C1)の把握状況次第で

ある。 

再使用量(c1) 

(c1) = (C1) - (c2) 

△ 

把握可能ではあるが、本来、

使い捨てであるため再使用量

○ 

使用量(B2)＝回収量(C1)とし

て算定可能である。 

≒０とすれば算定する必要性

は低い。 

使用量(B2) 

(B2) = (a2) + (b1) + (c1) 

△ 

自社購入分の使用量

○ 

(a2)のみ 算定可能である。 

が算定可能である。 

○：算定可能性が高い  △：条件次第で算定可能  ×：算定困難である 
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2.3 回収量・返却量

循環型社会の構築に 、包装 再使用さ

サプライチ で使用される包装資材は、下流側へ運ばれた包装資材を回収す

る、あるいは、上流側から運 側

している。図表５－11 は、包 関する この

回 返却量(C2)の算定可能性については前述のとおりであり、図表５－12 は、

回収量並びに返却量の算定可 もので

 

11 包装資材の回収・返却の流れ 

 

図表５－12 回収 可能性について 

 

用途 

データ項目 

 

向けて 資材は、可能な限り れることが望ましい。

ェーンの中

び込まれた包装資材を上流

装資材の回収・返却に

へ返却することにより循環

概念図を示している。

収量(C1)や

能性について整理した ある。 

図表５－ （概念図） 

量(C1)・返却量(C2)の算定

使い捨て包装資材 再使用可能な包装資材 

回収量(C1) 

結であれば、使用量

＝回収量(C1)であるた

○ 

使用量(B2)＝回収量(C1)で

あ め算定可能である。 

 

△ 

自社内完

(B2)

め算定可能である。 

しかし、発荷主に返却されな

い場合は算定不可能である。

るた

返却量(b3) 

側の企業からのデータ

○ 

入 ＝返却量として把握

可

返却が前提であるため算定

の必要性は低い 

× 

上流

提供が必要。 

算定の必要性は低い 

荷量

能である。 

○：算定可能性が高い  △：条件次第で算定可能  ×：算定困難である 

自社

在庫

A

a1

B2
B1

C2
C1

b3

D

c1

a2

b1

c1

c2b2

-     - 102



2004LEMS 報告書より抜粋 

2.4 排出量 

再使用が不可能になった包装資材は、別の用途での再使用・再利用するために、あ

るいは廃棄のために排出される。従って、包装資材の排出（リバースでの源流）段階

で管理することが重要であり、包装資材排出量を把握することが必要である。 

 

１）包装資材の排出状況 

アンケート調査により、包装資材の排出状況を調査した（図表５－13）。回答企

業 260 社のうち、包装資材を排出している企業は 202 社(77.7％)である。製造業

では８割以 装資材を排

 

 

 

(1)

、約 1.5m

四方（約 800kg）に圧縮し、定期的に業者が買い取っていた。１日平均で 10 個

排出さ 観点から、

本来廃棄されるはずの段ボールを緩衝材として有効活用していた。下流側から

回収した包装資材は見られ

者では、自社の各拠点で発生した使用済みのシュリンク包装材を、

お

いても、上流側の企業 側 例

である。また、敷地内の施設を不動産貸ししている場合は、敷地の借主と包装

資材回収業者の当事者同士の契約となるため、排出状況は把握できないという

れた。 

下流側の着荷主や物 し よ

りも、他社から運び込まれた包装資材の方が多く、この処分に困惑していると

言う意見があった。この状況下で、包装資材の購入量や排出量を算定し公表し

業」と評価すること

上、小売業、物流子会社、物流事業者では７割以上と、包

出している比率が高い。卸売業は約半数である。 

図表５－13 包装資材の排出状況 

 使い捨て包装資材 

ヒアリング調査を行った流通業では、自社で開梱したダンボールを

業種 回答
企業数

企業数 比率 企業数 比率 企業数 比率
01 製造業 103 84 81.6% 12 11.7% 7 6.8%
02 卸売業 18 10 55.6% 2 11.1% 6 33.3%
03 小売業 9 7 77.8% 0 0.0% 2 22.2%
04 建設業 2 1 50.0% 1 50.0% 0 0.0%
05 物流子会社 62 49 79.0% 11 17.7% 2 3.2%
06 物流事業者 62 47 75.8% 12 19.4% 3 4.8%

07 その他 4 4 100.0% 0 0.0% 0 0.0%

総計 260 202 77.7% 38 14.6% 20 7.7%

排出している 排出していない 無回答

れているため、排出量は約８トン/日となる。また、再使用の

なかった。 

物流事業

圧縮機械のある拠点に集め、これを圧縮して廃棄していた。いずれの事例に

が使用した包装資材を下流 の企業が処理している事

意見も聞か

流事業者では、自社が購入 ている使い捨て包装資材

た場合、第三者はこの企業を「包装資材の排出量が多い企
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になってしまう。これではマイナス評価になることが懸念される。包装資材の

生産、使用、排出の責任について、さらなる検討が必要である。 

返却

するため、自社から排出されることは少ない。ただし、自社が保有している包

へレンタルしている場合は、入荷後に破損状態をチェッ

入の際に使用された木製パレ

トは返却することができないため、自社の費用で処理している。 

 

２）排出量

図表５－1 出される包装

資材は の２つの流

れに のとおり

である。 

 

 

 

 

(2) 再使用可能な包装資材 

上流側の企業が使用している再使用可能な包装資材は、上流側の企業へ

装資材を上流側の企業

クし、再使用が不可能な場合は修理や廃棄されている。 

自社が使用している再使用可能な包装資材についても、回収後に破損状態を

チェックし、再使用が不可能な場合は修理や廃棄されている。 

ヒアリングを行った倉庫業では、海外からの輸

ッ

の算定可能性について 

4 は、包装資材の排出に関する概念図を示している。排

、開梱に伴う排出量(b2)と、再使用されずに排出される量(c2)

着目する必要がある。これらのデータの算定可能性については前述

図表５－14 包装資材の排出の流れ （概念図） 

自社

B1

C2
C1

在庫

A

a1

B2

a2

b1

D

b3

c1

c1

b2 c2

-     - 104



2004LEMS 報告書より抜粋 

図表５－15 は、排出量(D)の算定可能性について整理したものである。 

使い捨て包装資材については、開梱に伴う排出量(b2)は把握可能であるが、再

用されずに排出される量(c2)は把握が難しい状況である。従って、これらを合

定は難しい状況である。 

し

重

度

 

 

データ項目 

装資材

使

算することによる排出量(D)の算

かし、ヒアリング調査では、包装資材の回収業者の回収頻度や単価などから、

量ベースで把握が可能であるとする意見が聞かれた。これらのデータ（回収頻

、１回あたりの回収量等）を活用して排出量(D)は算定可能である。 

再使用可能な包装資材の排出量の算定は可能である。 

図表５－15 排出量(D)の算定可能性について 

用途 使い捨て包装資材 再使用可能な包

開梱に伴う排出量(b2) ○ 

算定可能である。 

○ 

返却が前提であるため

ただし、詳細に把握す

るための課題は存在す

る。 

少量である。 

算定は可能である。 

 

再使用されずに排出される量(c2) △ ○ 

再使用されずに排出さ

れる量(c2)＝回収量

(C1)であるため回収量

(C1)の把握状況次第で

少量であるため把握可

能である。 

ある。 

排出量(D) 

(D) 

○ ○ 

る。 = (b2) + (c2) 開梱に伴う排出量(b2)

のみが算定可能であ

る。 

しかし、包装資材の回

収業者の回収頻度や単

価等のデータを活用す

ることにより算定可能

である。 

算定可能であ

○：算定可能性が高い  △：条件次第で算定可能  ×：算定困難である 
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2.5 包

包

つい ついて整理した一覧

表であ

 

１

状況である。 

用量や回収量・返却量については、他企業との情報連携が必要であるため、

現状では効率よ

使用量(B2)については、自社購入分の使用量(a2)のみが算定可能な状況である

ため、使用量の一部分の算定 で 過

用量( 使用量(B2 購入分の使用量( 2)≒購入量(A)と見

なせば使用量(B2)の算定は可能とな 結果

在、算定が不可能なデータについて

回収量(C1)は、自社内で完結して B

の に 社に運び れたものを、その

まま返却するため算定の必要性は低

排出量(D)については、包装資材の回収業者 や料金など （回

収頻度、１回あたりの回収量等）を

 

２）再使用 資材 

再使用可能な包装材については、 (B2)、回収量(C1)・返却量

(C2)、排出量(D)のすべてにおいて算定が可能な状況である。 

 

 

装資材に関するデータの算定可能性について 

装資材の購入、使用、回収・返却、排出の現況や定量的データの算定の可能性に

て把握することができた。図表５－16 は、その算定可能性に

る。 

）使い捨て包装資材 

購入量(A)については、現在は重量で算定していないが算定可能な

使

く算定できていない。 

は可能 ある。一方で、通 量(b1)は対象外、再使

c1)＝０とする場合、 )＝自社 a

る。しかし、算定 の精度が低いため、現

ある。 も算定を試みる必要が

いる場合は、使用量( 2)＝回収量(C1)である

で算定可能である。返却量(C2) ついては、自 込ま

い。 

の回収頻度

活用して算定可能である。 

のデータ

可能な包装

購入量(A)、使用量
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図表５－16 包装資材に関するデータの算定可能性 

 

用途 

データ項目 

使い捨て包装資材 再使用可能な包装資材 

購入量(A) ○ ○ 

現在は重量で算定していな

いが、算定可能である。 

現在は重量で算定していな

いが、算定可能である。 

使

=(a2

△ 

自社購入分の使用量(a2)の

○ 

算定可能である。 

用量(B2) 

) + (b1) + (c1) 

みが算定可能である。 

回収量

 あれば、使用

量(B2)＝回収量(C1)である

使用量(B2)＝回収量(C1)で

あるため算定可能である。

(C1) △ 

自社内完結で

○ 

ため算定可能である。 

しかし、発荷主に返却され

ない場合は算定不可能であ

る。 

 

返却

= ( 量として把握

量(C2) 

b3) 

× 

上流側の企業からのデータ

○ 

入荷量＝返却

提供が必要。 

算定の必要性は低い 

可能である。 

返却が前提であるため算定

の必要性は低い 

排出

=(b2) + 

者の回収頻度や単価等のデ

ータを活用することにより

算定可能である。 

○ 量(D) ○ 

(c2) 開梱に伴う排出量(b2)のみ

が算定可能である。 

しかし、包装資材の回収業

算定可能である。 

○

 

 

：算定可能性が高い  △：条件次第で算定可能  ×：算定困難である 

自社

在庫

A

a1

B2
B1

C2
C1

b3

c1

a2

b1

c1

D

b2 c2
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３．包装資材購入

前述のとおり、使い捨て包装資材は 、再使

入量、 回収量・返却量、排出量のすべての項目が算定可能である。ここでは、

双方の包装資材において算定可能 の

た。 

 

3 購入量の算定手法 

ヒアリング調査によると、包装 個数については、購入時に把

握しているが、購入量を重量ベー が多い。これは、重量ベー

スで算定する（金額から重量へ変 要であること、あ

る 量（重量）は管理指標としての重要度が高くないことが主な理由である。

しかし、購入量（重量）を把握し 集

量を算定できるという意見が多く

この結果を考慮して、アンケート調査では包装資材購入量 法（案）

を 定に必要となる各項 データの把握状況を調査し、包装資材購入量（重

量）の算定 いて検討し 7

なお、アンケート調査で提示し 手法（案）は、①包装資材

購入総額を②単価で除することに 数が算定され、これに④単

位あたり重量を乗ずることにより で算定できるもの

である。 

 

包装資材を 額、

②包装資材 の把

握が可能で でき

る状況であ

一方、④包 材を

購入してい 把握

が可能であ

これより、 ネッ

クになって カー

に問い合わ こと

により把握

これより包 こと

がわかる。 能に

なる等の状

量、排出量の算定手法 

購入量と排出量が 用可能な包装資材は購

使用量、

とされる購入量と排出量 算定手法について検討し

 

.1 包装資材

資材の購入金額や購入

スで把握していない企業

換する）ための追加的な労力が必

いは、購入

ていないが、購入伝票を 計することにより、購入

聞かれた。 

（重量）の算定手

提示し、算 目の

可能性につ た。その結果が図表５－1 である。 

た包装資材購入量の算定

より、③包装資材購入個

、⑤包装資材購入量を重量ベース

購入している 211 社のうち、６割以上の企業が、①包装資材購入総

の単価、③包装資材購入個数に関するデータを把握している。データ

あるとする企業を含めると、９割以上の企業がこれらのデータを把握

る。 

装資材の単位あたりの重量、⑤包装資材購入量については、包装資

る企業の３割前後の企業しかデータを把握できていないが、データの

るとする企業を含めると 75％近くまで上昇する。 

④包装資材の単位あたり重量の把握状況が、購入量算定上のボトル

いると言える。しかし、包装資材の単位あたり重量は、包装資材メー

せる、あるいは、購入した包装資材に記載されている重量を確認する

することができる。 

装資材の購入量を重量ベースで算定することは困難な状況ではない

購入量の算定の必要性が高まる、あるいは、労力をかけずに算定が可

況になれば、多くの企業で購入量が算定されると考えられる。 
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図表５－17 包装資材購入量の算定手法（案）と各データ項目の把握状況 

 

 

①包装資材購入総額
（円）

③包装資材購入個数
（個）

②単価
（円/個）

④単位あたりの重量
（kg/個）

÷

⑤包装資材購入量
（kg）×

包装資材を購入している企業数： 211
①包装資材購入総額 回答企業数 比率
１．把握している。 147 69.7% 94.3%
２．現在、把握していないが、把握可能である。 52 24.6%
３．把握したいがデータを収集できない。 3 1.4%

1 0.5%
５．わからない。 12 5.7%
６．対象外である。

４．いかなる方法でも把握できない。

12 5.7%

②包装資材の単価

４．いかなる方法でも把握できない。 2 0.9%

材購入個数 回答企業数 比率
１．把握している。 136 64.5% 90.0%

ある。 12 5.7%

97 46.0%
３．把握したいがデータを収集できない。 22 10.4%

回答企業数 比率

５．わからない。 21 10.0%
６．対象外である。 15 7.1%

回答企業数 比率
１．把握している。 138 65.4% 91.0%
２．現在、把握していないが、把握可能である。 54 25.6%
３．把握したいがデータを収集できない。 5 2.4%

５．わからない。 11 5.2%
６．対象外である。 13 6.2%

③包装資

２．現在、把握していないが、把握可能である。 54 25.6%
３．把握したいがデータを収集できない。 8 3.8%
４．いかなる方法でも把握できない。 2 0.9%
５．わからない。 12 5.7%
６．対象外で

④包装資材の単位あたりの重量 回答企業数 比率
１．把握している。 61 28.9% 74.9%
２．現在、把握していないが、把握可能である。

４．いかなる方法でも把握できない。 3 1.4%
５．わからない。 23 10.9%
６．対象外である。 16 7.6%

⑤包装資材購入量
１．把握している。 68 32.2% 77.3%
２．現在、把握していないが、把握可能である。 95 45.0%
３．把握したいがデータを収集できない。 20 9.5%
４．いかなる方法でも把握できない。 3 1.4%

-     - 109



2004LEMS 報告書より抜粋 

また 材

の材質についても把握しておくことが重要である。アンケート調査によると、包装資

 

 

材

の材質についても把握しておくことが重要である。アンケート調査によると、包装資

材購入量を材質別に把握している企業は、包装資材を購入している企業の 23.2％であ

る。また、把握可能であるとする企業を含めると 61.6％である（図表５－18）。材質

別にも包装資材購入量を算定できる可能性は高いと言える。 

 

図表５－18 材質別包装資材購入量の算定可能性について 

 

 

 

、包装資材の分別廃棄や再利用の容易性を考慮すると、購入している包装資廃棄や再利用の容易性を考慮すると、購入している包装資

材購入量を材質別に把握している企業は、包装資材を購入している企業の 23.2％であ

る。また、把握可能であるとする企業を含めると 61.6％である（図表５－18）。材質

別にも包装資材購入量を算定できる可能性は高いと言える。 

図表５－18 材質別包装資材購入量の算定可能性について 

包装資材を購入している企業数： 211

材質別の把握状況 回答企業数 比率
１．把握している。 49 23.2% 130 61.6%
２．現在、把握していないが、把握可能である。 81 38.4%

５．わからない。

３．把握したいがデータを収集できない。 32 15.2%
４．いかなる方法でも把握できない。 19 9.0%

9 4.3%
６．対象外である。 1 0.5%
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3.2 包装資材排出量の算定手法 

ヒアリング調査において、包装資材排出量の算定可能性について調査した。流通業

では、自社で 期的に買い

ンク

た。

頻度

を提

につ

提示した算定手法（案）は、①包装資材の排出数に②単位あたりの重量を乗じるこ

とにより⑤包装資材排出量を算定する手法と、③廃棄物処理業者の回収頻度に④１回

あたりの回収量を乗じることにより⑤包装資材排出量を算定する手法である。 

 

⑤包装資材排出量を把握している企業は 55 社（27.2％）であり、把握が可能である

とする企業を含めると、131 社（64.9％）である。 

①排出量と②単位あたりの重量を使用して、⑤包装資材排出量を算定する手法につ

いては、①排出数を把握している企業は 52 社（25.7％）、②単位あたりの重量を把握

している企業は 35 社（17.3％）と少ない。また、把握が可能であるとする企業を含め

ても、それぞれ 57.9％、51.0％である。 

一方、③処理業者の回収頻度と④１回あたりの回収重量を使用して、⑤包装資材排

出量を算定する手法については、③業者の回収頻度を把握している企業は 65 社

（32.2％）、④１回あたりの回収重量を把握している企業は 47 社（23.3％）と、①と

②を使用する算定手法よりは、各データを把握している企業の比率が高い。また、把

握が可能であるとする企業を含めると、それぞれ 76.7％、64.9％と、こちらも①と②

を使用する算定手法より比率が高い。 

 

今回提示した手法では、③業者の回収頻度と④１回あたりの回収重量を使用した算

定手法の方が、包装資材排出量を算定しやすいことが明らかとなった。しかし、各デ

ータ項目について把握している、あるいは把握可能であるとする企業が少ないため、

今後、算定手法の普及や推進が必要となる。 

開梱したダンボールを立方体に圧縮し、それを回収業者が定

取っていた。また、物流事業者では、自社の各拠点で発生した使用済みのシュリ

包装材を、圧縮機械のある拠点に集約し、これを圧縮して回収業者が引き取ってい

これらの企業は排出量を実測で捉えている。一方で、包装資材の回収業者の回収

や単価などから、重量ベースで算定が可能である企業も存在する。 

この結果を考慮して、アンケート調査では、包装資材排出量の算定手法（案）

示し、それぞれの項目のデータ把握状況を調査し、包装資材排出量の算定可能性

いて検討した。その結果が図表５－19 である。 
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図表５－19 包装資材排出量の算定手法（案）と各データ項目の把握状況 

 

③回収頻度
（回）

④１回あたり回収量
（kg/回）

⑤包装資材排出量
（kg）

×

①排出数
（個、箱、枚）

②単位あたりの重量
（kg/個、 kg/箱、 kg/枚）

×

包装資材を排出している企業数： 202

１．把握している。

３．把握したいがデータを収集できない。 40 19.8%

12 5.9%

②単位あたりの重量 回答企業数 比率

42 20.8%
11 5.4%

い。 4 2.0%
５．わからない。 24 11.9%
６．対象外である。 12 5.9%

28 13.9%
４．いかなる方法でも把握できない。 5 2.5%
５．わからない。 34 16.8%
６．対象外である。 11 5.4%

⑤包装資材排出量 回答企業数 比率
１．把握している。 55 27.2% 64.9%
２．現在、把握していないが、把握可能である。 76 37.6%
３．把握したいがデータを収集できない。 34 16.8%
４．いかなる方法でも把握できない。 5 2.5%
５．わからない。 35 17.3%
６．対象外である。 8 4.0%

①排出数 回答企業数 比率
52 25.7% 57.9%

２．現在、把握していないが、把握可能である。 65 32.2%

４．いかなる方法でも把握できない。 8 4.0%
５．わからない。 34 16.8%
６．対象外である。

１．把握している。 35 17.3% 51.0%
２．現在、把握していないが、把握可能である。 68 33.7%
３．把握したいがデータを収集できない。
４．いかなる方法でも把握できない。
５．わからない。 42 20.8%
６．対象外である。 12 5.9%

③業者の回収頻度 回答企業数 比率
１．把握している。 65 32.2% 76.7%
２．現在、把握していないが、把握可能である。 90 44.6%
３．把握したいがデータを収集できない。 17 8.4%
４．いかなる方法でも把握できな

④１回あたりの回収重量 回答企業数 比率
１．把握している。 47 23.3% 64.9%
２．現在、把握していないが、把握可能である。 84 41.6%
３．把握したいがデータを収集できない。
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また 材

 

 

図表５－20 材質別包装資材排出量の算定可能性について 

 

 

、包装資材の分別廃棄や再利用の容易性を考慮すると、排出している包装資

の材質についても把握しておくことが重要となる。アンケート調査では、材質別包装

資材排出量の把握状況についても調査している（図表５－20 参照）。包装資材排出量

を材質別に把握している企業は、包装資材を排出している企業の 28 社（13.9％）であ

る。また、把握可能であるとする企業を含めると 111 社（55.0％）である。把握して

いる企業の割合が低い理由として、上流側が利用した包装資材や下流側から回収した

包装資材は、自社で購入した包装資材でない場合が多いためと考えられる。 

包装資材を排出している企業数：

材質別の把握状況 回答企業

202

数 比率
１．把握している。 28 13.9% 111 55.0%
２．現在、把握していないが、把握可能である。 83 41.1%
３．把握したいがデータを収集できない。 36 17.8%
４．いかなる方法でも把握できない。 38 18.8%
５．わからない。 9 4.5%
６．対象外である。 12 5.9%
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４

ら、包

装資材を購入段階や排出段階で、今回提示した算定式を使用して算定し、これを管理

標とすることを推奨する。 

また、使い 量ベースで

の

る

。

効

現

4.2 包装資材の削減、再使用、再利用に向けたビジョンの策定 

循環型社会を構築するためには、包装資材をできる限り削減し、さらには、再使用、

再利用できる包装資材を使用していくことが重要である。 

また、サプライチェーンの全体最適を考えた場合、各企業は、上流側の立場の視点

（包装資材の購入者、使用者）と、下流側の立場の視点（包装資材の排出者）を検討

し、活動することが必要である。 

ここでは、包装資材の削減、再使用、再利用活動を推進するとともに、包装資材の

購入量と排出量の算定を推進するためのビジョン（案）を提示する。 

．包装資材に関する定量データの算定の推進 

 

4.1 包装資材購入量、包装資材排出量の標準的算定手法 

本調査により、現状では、自社で管理しやすい包装資材購入量と包装資材排出量の

算定可能性が高いことが明らかになった。従って、循環型社会の構築の観点か

指

捨て包装資材と再使用可能な包装資材の２つに分類して、重

把握することを推奨する。しかし、重量を把握できない場合は、容積や個数等の別

単位から換算係数を使用して重量換算する、あるいは、別単位の単位のまま算定す

ことも容認する。ただし、製品売上の向上に伴い、購入する包装資材の量も増加する

従って、包装資材購入量の総量で把握すると共に、売上高などのデータを使用した

率化指標の算定について検討する必要がある。 

一方で、企業間で受け渡しが必要となる、使用量、回収量・返却量については、

状では算定が難しい。しかし、循環型社会構築に向けて算定を試みる必要がある。 
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循環型社会の構築に向けて（案） 

推進～ 

 

が発生しています。この費用や環境負荷は上流側、

下流側の企業と、削減、再使用、再利用について積極的に検討してください。 

・ そして、包装資材の購入量を算定し、これを管理指標として、取り組みの効

果を検証するよう努めてください。 

、どのように廃棄

されているかを把握するよう努めてください。 

算定し、これを管理指標として、取り組みの効

どのように

廃棄されているかを把握するよう努めてください。 

 

～包装資材の削減、再使用、再利用の

自社で購入した包装資材（集合包装、製品包装等）は、自社のみならず、下流

側の企業や消費者が最終的に廃棄することになります。この包装資材を再使用、

再利用、廃棄するための処理費用や新たな環境負荷（再使用、再利用、廃棄のた

めの輸送による環境負荷等）

下流側両者にとって大きな負担であり、これを低減するためには、包装資材の購

入量や使用量を見直す必要があります。また、使い捨て包装資材ではなく、再生

可能な包装資材を使用することにより、廃棄される包装資材の量を減少させるこ

とができます。 

 

【購入者、使用者へのメッセージ】 

・ 購入した包装資材は、最終的に廃棄されます。廃棄する量を低減するために

は、源流となる購入段階での検討が重要となります。自社ならびに上流側、

・ さらに、自社が購入した包装資材が、どこで、誰によって

 

【排出者へのメッセージ】 

・ 自社から排出される包装資材を、可能な限り再使用、再利用することで、廃

棄する量を低減することができます。自社ならびに上流側、下流側の企業と、

再使用、再利用について積極的に検討してください。 

・ そして、包装資材の排出量を

果を検証するよう努めてください。 

・ さらに、自社から排出される包装資材が、どこで、誰によって、
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4.3 算定フォーマットの作成 

による算定可能性は比

較的高かった。しか においては、算定

ための大きな負荷が生じることになる。多くの企業で容易に算定が可能になるため

には

る

） 

で年間の購入量を算定する（拠点別年間集計シート 図表５－23） 

③全社の年間購入量を算定する（全社集計シート 図表５－24） 

 

 

アンケート調査で提示した購入量と排出量の算定手法（案）

し、実際に購入量や排出量を算定する物流現場

の

、算定手法（案）に基づく算定フォーマットを示すことが有効であると考えられ

。 

 

１）購入量算定フォーマット 

包装資材購入量の算定手順を以下のように想定し、それぞれのフォーマット

（案）を作成した。 

①各拠点で月別の購入量を算定する（拠点別月別集計シート 図表５－22

②各拠点

 

 

図表５－22 包装資材購入量 拠点別月別集計シート 

拠点名 北海道 2004年1月

② ③ ① ④ ⑤
購 単位あたり重量 包装資材購入量

20 400 20 8,000 2 40

入日 品名 包装資材分類 包装資材材質 単価 数量 購入金額
（円/個） （個） (円） (kg/個) (kg)

2004/1/5 ○○段ボール（小） 段ボール 紙 300 10 3,000 1 10
04/1/5 ○○段ボール（中） 段ボール 紙

2004/1/5 △△ボックス 通い箱 プラスチック 700 200 140,000 2 400
2004/1/5 フィルム シュリンク包装 プラスチック 200 30 6,000 10 300

4/1/16 ○○段ボール（小） 段ボール 紙 300 30 9,
4/1/16 ○○段ボール（中） 段ボール 紙 400 20 8,

200 000 1 30
200 000 2 40
2004/1/16 フィルム シュリンク包装 プラスチック 200 10 2,000 10 100

・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

2004/1/29 ○○段ボール（小） 段ボール 紙 300 30 9,000 1 30
2004/1/29 ○○段ボール（中） 段ボール 紙 400 20 8,000 2 40
2004/1/29 フィルム シュリンク包装 プラスチック 200 10 2,000 20 200

○○段ボール（小） 段ボール 紙 500 150,000 1 500
１月　計 ○○段ボール（中） 段ボール 紙 700 280,000 2 1,400

△△ボックス 通い箱 プラスチック 200 140,000 2 400
フィルム シュリンク包装 プラスチック 200 40,000 20 4,000

分類別　計 段ボール　計 紙 - - 430,000 - 1,900
通い箱　計 プラスチック - 200 140,000 2 400
シュリンク包装 計 プラスチック - 200 40,000 20 4,000

材質別　計 - 紙 計 - - 430,000 - 1,900
- プラスチック 計 - - 180,000 - 4,400
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 図表５－23 包装資材購入量 拠点別年間集計シート 

 

 

拠点名 北海道

△ボックス 通い箱 プラスチック 400 400 ・・・ 400 4,800
フィルム シュリンク包装 プラスチック 4,000 4,000 ・・・ 4,000 48,000

している

単位：kg

ル　計 紙 1,900 1,900 ・・・ 1,900 22,800
プラスチック 400 400 ・・・ 400 4,800

材質別購
g

品名 包装資材分類 包装資材材質 1月 2月 ・・・ 12月 累計
- - 紙　計 1,900 1,900 ・・・ 1,900 22,800
- - プラスチック　計 4,400 4,400 ・・・ 4,400 52,800

商品別購入量集計表 *架空データを使用している

単位：kg

品名 包装資材分類 包装資材材質 1月 2月 ・・・ 12月 累計
○○段ボール（小） 段ボール 紙 500 500 ・・・ 500 6,000
○○段ボール（中） 段ボール 紙 1,400 1,400 ・・・ 1,400 16,800
△

分類別購入量集計表 *架空データを使用

品名 包装資材分類 包装資材材質 1月 2月 ・・・ 12月 累計
- 段ボー
- 通い箱　計
- シュリンク包装　計 プラスチック 4,000 4,000 ・・・ 4,000 48,000

入量集計表 *架空データを使用している

単位：k

図表５－24 包装資材購入量 全社集計シート 

商品別購入量集計表 *架空データを使用している

単位：kg
品名 包装資材分類 包装資材材質 拠点名 1月 2月 ・・・ 12月 累計

○○段ボール（小） 段ボール 紙 北海道 6,000 6,000 ・・・ 6,000 72,000
東北 2,000 2,000 ・・・ 2,000 24,000
首都圏 10,000 10,000 ・・・ 10,000 120,000
中部 5,000 5,000 ・・・ 5,000 60,000
関西 3,000 3,000 ・・・ 3,000 36,000
九州 1,500 1,500 ・・・ 1,500 18,000

毎月累計 27,500 27,500 ・・・ 27,500 330,000

総合累計 27,500 55,000 ・・・ 330,000

分類別購入量集計表 *架空データを使用している

単位：kg
品名 包装資材分類 包装資材材質 拠点名 1月 2月 ・・・ 12月 累計

- 段ボール　計 紙 北海道 1,900 1,900 ・・・ 1,900 22,800
東北 2,200 2,200 ・・・ 2,200 26,400
首都圏 12,000 12,000 ・・・ 12,000 144,000
中部 8,000 8,000 ・・・ 8,000 96,000
関西 6,000 6,000 ・・・ 6,000 72,000
九州 4,000 4,000 ・・・ 4,000 48,000

毎月累計 34,100 34,100 ・・・ 34,100 409,200

総合累計 34,100 68,200 ・・・ 409,200

材質別購入量集計表 *架空データを使用している

単位：kg
品名 包装資材分類 包装資材材質 拠点名 1月 2月 ・・・ 12月 累計

- - 紙　計 北海道 1,900 1,900 ・・・ 1,900 22,800
東北 2,200 2,200 ・・・ 2,200 26,400

首都圏 12,000 12,000 ・・・ 12,000 144,000
中部 8,000 8,000 ・・・ 8,000 96,000
関西 6,000 6,000 ・・・ 6,000 72,000
九州 4,000 4,000 ・・・ 4,000 48,000

毎月累計 34,100 34,100 ・・・ 34,100 409,200

総合累計 34,100 68,200 ・・・ 409,200
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２）排出量算

ット

5） 

6） 

 

 

 

定フォーマット 

包装資材排出量の算定手順を以下のように想定し、それぞれのフォーマ

（案）を作成した。 

①各拠点で月別の排出量を算定する（拠点別月別集計シート 図表５－2

②各拠点で年間の排出量を算定する（拠点別年間集計シート 図表５－2

③全社の年間排出量を算定する（全社集計シート 図表５－27） 

 

図表５－25 包装資材排出量 拠点別月別集計シート 

拠点名 北海道 2004年1月

① ② ⑤
排出日 包装資材分類 包装資材材質 排出数 単位あたりの重量 包装資材排出量

（m3、箱） （kg/m3、kg/箱） (kg)
2004/1/5 段ボール 紙 2 300 600
2004/1/5 通い箱 プラスチック 1 2 2
2004/1/5 シュリンク包装 プラスチック 1 100 100
2004/1/6 段ボール 紙 4 300 1,200
2004/1/6 シュリンク包装 プラスチック 2 100 200

・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

2004/1/31 段ボール 紙 2 300 600
2004/1/31 シュリンク包装 プラスチック 2 100 200

段ボー 300 4,500
１月　計 通い

ル 紙 15
箱 プラスチック 20 2 40

シュリンク包装 プラスチック 30 100 3,000

材質別　計 - 紙 計 - 4,500
- プラスチック 計 - 3,040

拠点名 北海道 2004年1月

③ ④ ⑤
業者回収日 包装資材分類 包装資材材質 回収回数 １回あたりの回収量 包装資材排出量

（回） （kg/回） (kg)
2004/1/6 - 紙 1 2,000 2,000
2004/1/7 - プラスチック 1 1,000 1,000

・・・ - ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
2004/1/29 - 紙 1 2,000 2,000
2004/1/31 - プラスチック 1 1,000 1,000
１月　計 紙　計 3 - 4,500

プラスチック 計 5 - 3,040
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図表５－26 包装資材排出量 拠点別年間集計シート 

 

 

 

拠点名 北海道

分類別購入量集計表 *架空データを使用している

図表５－27 包装資材排出量 全社集計シート 

分類別購入量集計表 *架空データを使用している

単位：kg
品名 包装資材分類 包装資材材質 拠点名 1月 2月 ・・・ 12月 累計

- シュリンク包装　計 プラスチック 北海道 3,000 3,000 ・・・ 3,000 36,000
東北 2,000 2,000 ・・・ 2,000 24,000
首都圏 1,000 1,000 ・・・ 1,000 12,000
中部 4,000 4,000 ・・・ 4,000 48,000
関西 500 500 ・・・ 500 6,000
九州 1,500 1,500 ・・・ 1,500 18,000

毎月累計 12,000 12,000 ・・・ 12,000 144,000

総合累計 12,000 24,000 ・・・ 144,000

材質別購入量集計表 *架空データを使用している

単位：kg
品名 包装資材分類 包装資材材質 拠点名 1月 2月 ・・・ 12月 累計

- - プラスチック　計 北海道 3,040 3,040 ・・・ 3,040 36,480
東北 2,100 2,100 ・・・ 2,100 25,200
首都圏 1,200 1,200 ・・・ 1,200 14,400
中部 4,500 4,500 ・・・ 4,500 54,000
関西 1,000 1,000 ・・・ 1,000 12,000
九州 1,800 1,800 ・・・ 1,800 21,600

毎月累計 13,640 13,640 ・・・ 13,640 163,680

総合累計 13,640 27,280 ・・・ 163,680

単位：kg

通い箱　計 プラスチック 40 40 ・・・ 40 4,800
シュリンク包装　計 プラスチック 3,000 3,000 ・・・ 3,000 36,000

材質別購入量集計表 *架空データを使用している

単位：kg

包装資材分類 包装資材材質 1月 2月 ・・・ 12月 累計
- 紙　計 4,500 4,500 ・・・ 4,500 540,000
- プラスチック　計 3,040 3,040 ・・・ 3,040 40,800

包装資材分類 包装資材材質 1月 2月 ・・・ 12月 累計
段ボール　計 紙 4,500 4,500 ・・・ 4,500 540,000
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算定手法の違いによる算定値の差について 
 
 
異なる算定手法を用いて、トラックからの二酸化炭素排出量を比較した事例を紹介する。この

事例では、実測データを用いた燃料法又は燃費法での算定結果と比べ、推定データを用いたトン

キロ法等での算定結果には大きな誤差が生じている。 

 

給油ごとに測定（車載機器搭載の場合除く） 
輸送区間別に測定 

-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%
20%

40%

60%

80%

100%

算　　定　　手　　法

誤
差

幹線A社

幹線B社

中継

エリア配送
（車載機器）

エリア配送
（ディーゼル）

エリア配送
（ハイブリッド）

特積み
（集荷）

特積み
（幹線）

特積み
（配送）

トンキロ法改良
トンキロ法

燃費法
（プラ協標準）

燃費法
（積載率別）

燃費法
（実測）

燃料法

213％ 114％

推定法実測法

注1：各手法のうちもっとも精度が高くなるよう細かい単位で正確なデータを取得した場合で比較。
注2：車載機器データがある場合には燃料法、ない場合には実測燃費法を基準とした。

← ３ｔ車

 
出典：「物流分野におけるCO2排出量等モニタリング及び排出削減手法の構築に関するFS事業 報告書」、2005 年３

月、松下電器産業株式会社他 
 

図１ 実測法と推定法における算定誤差 

【解 説】 
図１では、この事例の中で考え得る最も精度が高い算定手法（実測値に基づく燃費法）を基準

にして、算定結果の比較を行っている。ＬＥＭＳでは燃料法の算定式の方が燃費法の算定式より

も理論的な精度が高いとしているが、ここで紹介した事例では、算定式に留まらず、算定式に代

入するデータの取得方法および按分方法の違いによる算定結果の違いについても検討されてい

る。この事例において、最も精度が高い算定手法を実測値に基づく燃費法とした理由は、次のと

おりである。 

車両からの二酸化炭素排出量自体は完全燃焼を前提とすれば燃料法で算定するのが最も精度が

高い。しかしながら、二酸化炭素排出量の按分も行ったこの事例において、燃料法の場合、車載

器を搭載しているケース（図１に示した凡例９つの中のひとつのみ）を除く残り８つのケースで、

給油１回を単位とした按分をせざるを得なかった。このため、この事例では、実測値に基づく燃

費法で、個々の輸送区間を単位とする按分を行う方法から得られた算定値の精度が最も高いと想

定された。また、燃費の実測方法についても複数のものが考えられるが、この事例では給油１回

ごとの燃料補給量とその間の走行距離から燃費を求める方法が用いられた。 
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＜補 遺＞ 

 

前頁に紹介した事業で実際に行われたものではないが、“輸送区間ごとに燃料法で求めた二酸

化炭素排出量を輸送区間全体でトンキロ按分する方法”（以下、燃料法(トンキロ按分)）と、“輸

送区間全体の燃費の実測値を用いた燃費法で求めた二酸化炭素排出量を輸送区間ごとにトン按分

する方法”（以下、燃費法(区間別トン按分)）のどちらの精度が高いか、次のようなケースを想

定して考えてみよう。 

Ａ地点―（100km）→Ｂ地点―（50km）→Ｃ地点―（200km）→Ｄ地点（総輸送距離 350km）へ

輸送した場合の荷主αの二酸化炭素排出量を、按分結果まで含めて最も精度が高いと考えられる

“輸送区間ごとに燃料法で求めた二酸化炭素排出量を輸送区間ごとにトン按分する方法”（以下、

①燃料法（区間別トン按分）を基準にして、②燃料法（トンキロ按分）および③燃費法（区間別

トン按分）の結果を比較する。なお、③燃費法（区間別トン按分）の燃費については、給油はＤ

地点に到着した時点で行われることとし、Ａ地点からＤ地点の平均燃費を用いることを想定した。

 

 

①燃料法（区間別トン按分） 

 ⅰ．Ａ地点⇒Ｂ地点（100km） 

  ・燃料使用量：20.0 リットル 

  ・総輸送重量：9.00 トン 

  ・荷主αの輸送重量：3.00 トン 

  ◆荷主αの二酸化炭素排出量： 

    20.0（㍑）×2.62（kg-CO2/㍑）×[3.00（トン）/9.00（トン）]＝17.7（kg-CO2）

 ⅱ．Ｂ地点⇒Ｃ地点（50km） 

  ・燃料使用量：12.5 リットル 

  ・総輸送重量：12.0 トン 

  ・荷主αの輸送重量：6.00 トン 

  ◆荷主αの二酸化炭素排出量： 

    12.5（㍑）×2.62（kg-CO2/㍑）×[6.00（トン）/12.0（トン）]＝16.4（kg-CO2）

ⅲ．Ｃ地点⇒Ｄ地点（200km） 

  ・燃料使用量：33.4 リットル 

  ・総輸送重量：10.0 トン 

  ・荷主αの輸送重量：6.00 トン 

  ◆荷主αの二酸化炭素排出量： 

    33.4（㍑）×2.62（kg-CO2/㍑）×[6.00（トン）/10.0（トン）]＝52.5（kg-CO2）

ⅳ．Ａ地点⇒Ｄ地点（350km）の荷主αの二酸化炭素排出量 

  17.7＋16.4＋52.5＝86.6（kg-CO2）
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②燃料法（トンキロ按分） 

 ⅰ．Ａ地点⇒Ｂ地点（100km） 

  ・燃料使用量：20.0 リットル 

  ◆この区間の二酸化炭素排出量： 

    20.0（㍑）×2.62（kg-CO2/㍑）＝52.4（kg-CO2）

ⅱ．Ｂ地点⇒Ｃ地点（50km） 

  ・燃料使用量：12.5 リットル 

  ◆この区間の二酸化炭素排出量： 

    12.5（㍑）×2.62（kg-CO2/㍑）＝32.8（kg-CO2）

ⅲ．Ｃ地点⇒Ｄ地点（200km） 

  ・燃料使用量：33.4 リットル 

  ◆この区間の二酸化炭素排出量： 

    33.4（㍑）×2.62（kg-CO2/㍑）＝87.5（kg-CO2）

ⅳ．Ａ地点⇒Ｄ地点（350km）の輸送トンキロ 

 ・総輸送トンキロ：3,500（ｔ・km） 

 ・荷主αの輸送トンキロ：1,800（ｔ・km） 

ⅴ．Ａ地点⇒Ｄ地点（350km）の荷主αの二酸化炭素排出量 

 （52.4＋32.8＋87.5）（kg-CO2）×[1800（ｔ・km）/3500（ｔ・km）]＝88.8（kg-CO2）

 

③燃費法（区間別トン按分） 

ⅰ．Ａ地点⇒Ｄ地点（350km）の燃費 

 ・燃料使用量：65.8 リットル 

◆燃費： 

350（km）/65．8（㍑）＝5.32（km/㍑）

ⅱ．Ａ地点⇒Ｂ地点（100km） 

  ・燃費：5.32（km/㍑） 

  ・総輸送重量：9.00 トン 

  ・荷主αの輸送重量：3.00 トン 

  ◆荷主αの二酸化炭素排出量： 

  [100（km）/5.32（km/㍑）]×2.62（kg-CO2/㍑）×[3.00（トン）/9.00（トン）]＝16.4（kg-CO2）

 ⅲ．Ｂ地点⇒Ｃ地点（50km） 

  ・燃費：5.32（km/㍑） 

  ・総輸送重量：12.0 トン 

  ・荷主αの輸送重量：6.00 トン 

  ◆荷主αの二酸化炭素排出量： 

  [50（km）/5.32（km/㍑）]×2.62（kg-CO2/㍑）×[6.00（トン）/12.0（トン）]＝12.3（kg-CO2）
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ⅳ．Ｃ地点⇒Ｄ地点（200km） 

  ・燃費：5.32（km/㍑） 

  ・総輸送重量：10.0 トン 

  ・荷主αの輸送重量：6.00 トン 

  ◆荷主αの二酸化炭素排出量： 

  [200（km）/5.32（km/㍑）]×2.62（kg-CO2/㍑）×[6.00（トン）/10.0（トン）]＝59.1（kg-CO2）

ⅴ．Ａ地点⇒Ｄ地点（350km）の荷主αの二酸化炭素排出量 

  16.4＋12.3＋59.1＝87.8（kg-CO2）

 

 
以上をまとめると、荷主αの二酸化炭素排出量は以下のような結果となる。 

 
算定手法 ＣＯ2 排出量(kg) 誤差 

燃料法：区間別トン按分 86.6 －（基準） 

燃料法：トンキロ按分 88.8 2.5% 

燃費法：区間別トン按分 87.8 1.4% 

 

この設定の場合、輸送区間全体（Ａ地点⇒Ｄ地点）の燃費の実測値を用いた燃費法で求めた二

酸化炭素排出量を輸送区間ごとにトン按分する方法の方が、輸送区間ごとに燃料法で求めた二酸

化炭素排出量を輸送区間全体（Ａ地点⇒Ｄ地点）でトンキロ按分する方法よりも精度が高いこと

がわかった。 

 

 

一方、仮にＡ地点→Ｂ地点の荷主αの輸送重量を６トン、その他の荷主の輸送重量を４トンと

すると、結果は次の表のようになり、輸送区間ごとに燃料法で求めた二酸化炭素排出量を輸送区

間全体（Ａ地点⇒Ｄ地点）でトンキロ按分する方法の方が、輸送区間全体（Ａ地点⇒Ｄ地点）の

燃費の実測値を用いた燃費法で求めた二酸化炭素排出量を輸送区間ごとにトン按分する方法より

も精度が高くなり、さきの設定とは異なる結果となる。 

 
算定手法 ＣＯ2 排出量(kg) 誤差 

燃料法：区間別トン按分 100.3 －（基準） 

燃料法：トンキロ按分 100.6 0.3% 

燃費法：区間別トン按分 101.1 0.8% 

 

 

このように、算定の際に用いる値の大きさによって算定手法による誤差の大きさの逆転が発生

する場合があることについては、留意しておく必要がある。 
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参考資料５

2005.6.3 

JILS 第 04194 号 

2005年１月 12日 

各  位 
社団法人 日本ロジスティクスシステム協会 

 
会  長      張  富 士 夫 

 
2004 年度 環境調和型ロジスティクス調査 ご協力のお願い 

 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申しあげます。 

日頃、当協会の諸事業に格別のご理解を賜り、厚くお礼申しあげます。 

さて、ロジスティクス活動における環境負荷の軽減は、ますます重要な課題となって来

ております。この問題に取り組むには、現場レベルの改善だけでは限界があり、経営レベ

ルでの理解とポリシーがきわめて大きな意味をもっています。全社および関連企業を含め

た体制整備が求められ、「全体最適」を目指すロジスティクス部門が、課題解決に向けて、

真価を発揮する新たなチャンスでもあります。 

このような状況のもと、当協会では、循環型社会を実現するロジスティクスの構築を目

的として、『ロジスティクス環境会議』を設立し、約 110 社の参加企業を中心に活動してお

ります。また、1999 年度から 2004 年度にわたり環境調和型ロジスティクス（ロジスティ

クス分野における環境への取組）に関する調査を、継続して実施しており、本年度調査に

つきましては、ロジスティクス分野における環境への取組を推進するために、環境パフォ

ーマンスの算定についての調査を実施しております。 

つきましては、同封のアンケート用紙による実態調査を行いたく存じます。本調査の結

果は、貴社が、今後の環境対策を検討される上で、きわめて重要なデータになるものと存

じますので、ぜひご回答くださいますようよろしくお願い申しあげます。 

なお、本調査は、荷主企業、物流事業者を対象としております。「自社の環境負荷量と

ともに、自社が物流費を支払っている委託先における環境負荷量（二酸化炭素排出量、包

装資材排出量など）も含めて算定を行う」という立場でご回答ください。 

ご回答は、同封の『2004 年度 環境調和型ロジスティクス調査【アンケート調査票】』に

記入していただき、返信用封筒にて、2005 年１月 31 日(月)までに、ご投函くださいます

よう、よろしくお願い申しあげます。 

調査結果につきましては、厳重な管理のもと統計処理を行い、具体的な社名などを公表

することはございません。また、ご回答いただきました企業には、後日、調査報告書をご

送付いたします。大変お忙しいこととは存じますが、調査の趣旨をご理解いただき、ぜひ、

ご協力を賜りたく、ご高配の程よろしくお願い申しあげます。 

敬具 

【連絡先】 

社団法人 日本ロジスティクスシステム協会 ＪＩＬＳ総合研究所 

〒105-0013 東京都港区浜松町１-10-14 住友東新橋ビル３号館  

TEL : 03-3432-3291 FAX : 03-3432-8681 

-  - 133



 

-  - 134

 

■ 貴社、回答者、回答の範囲についてお伺いします。 
貴社名  

資本金 億円 従業員数 人

業種 
(該当する番号に○をお

付けください。) 

◆製造業 

101 食品    102 繊維    103 紙・パルプ   104 出版・印刷 

105 総合化学  106 日用雑貨  107 プラスチック・ゴム 

108 塗料    109 医薬品   110 化粧品     111 その他化学工業 

112 石油・石炭 113 窯業・土石・ガラス・セメント  114 鉄鋼 

115 非鉄金属  116 金属    117 一般機器    118 電気機器 

119 輸送用機器 120 精密機器  121 その他（         ） 

 ◆卸売業 

201 総合商社  202 食品・飲料  203 医薬化粧品  204 日用雑貨 

205 繊維衣料品 206 機器     207 その他（         ） 

 ◆小売業 

301 百貨店   302 量販店・スーパー  303 コンビニエンスストア 

304 通販    305 その他（         ） 

 ◆建設業 

401 ゼネコン  402 その他（         ） 

 ◆物流事業者（あてはまるものすべてに○をお付けください） 

501 鉄道輸送  502 陸上輸送  503 海上輸送  504 航空輸送 

505 倉庫業   506 利用運送  507 物流子会社 508 その他（      ） 

 ◆その他 （                          ） 

氏名  所属・役職  

住所 

郵便番号(        -           ) 

 

電話番号    （     ）      FAX 番号    （     ）     

ご

回 

答 

者 

E メール                 

トラック、倉庫・物

流ｾﾝﾀｰの所有状

況について 

■トラックを所有していますか？ （○をお付けください） 

 1. 所有 ⇒ 輸送を行っている場合の、専用便・共同便比率をお聞かせください。

        専用便：共同便 ＝（    ）：（    ）  

 （重量ベース・容積ベース・台数ベース・金額ベース）

2. 非所有 

■倉庫・物流センターを所有していますか？ （○をお付けください） 

 1. 所有 ⇒ 荷主の専用利用・共同利用の比率をお聞かせください。 

        専用利用：共同利用 ＝ （    ）：（    ）  

 （重量ベース・容積ベース・台数ベース・金額ベース）

2. 非所有 

本調査の回答範囲 1. 全社     2. 事業所単位（一部） 

2004 年度 環境調和型ロジスティクス調査 【アンケート調査票】 
 
■ロジスティクス分野では、荷主企業が物流事業者へ、物流事業者が他の物流事業者へ、業務を委託

することが多く、環境負荷量（CO2排出量等）を算定する際には主体間の連携が必要と考えます。 
【荷主】 荷主企業は、①自社のロジスティクス活動に伴う環境負荷量と、②委託業者のロジスティク

ス活動に伴う環境負荷量のうち、荷主としてコストを負担している範囲を算定の対象とする立場にあ

ります。このため、受託業者（物流事業者）から必要なデータを入手し、算定を行う必要があります。 
【物流事業者】 物流事業者は、①荷主から業務委託を受ける受託業者の立場、②他の物流事業者に再

委託を行う荷主の立場を併せもちます。受託業者としては、自らの車両や施設による環境負荷量を算

定し、それを荷主に報告することが求められます。さらに、再委託を行う立場としては、再委託先の

車両や施設による環境負荷量を算定するのに必要なデータを入手し、算定を行う必要があります。な

お、①の立場で、荷主に報告する環境負荷量には、再委託の場合の環境負荷量も含めて報告すること

となります。 
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■ 輸配送における二酸化炭素(CO2)排出量の算定方法についてお伺いします。 
 
・ 輸配送における二酸化炭素(CO2)排出量の算定方法は、以下の４つの方法があります。 

 
【Ｑ１】燃料法  CO2排出量 ＝ 燃料使用量(燃料購入量)×CO2排出係数 

【Ｑ２】燃費法  CO2排出量 ＝ 燃料使用量（＝走行距離÷燃費）×CO2排出係数 

【Ｑ３】トンキロ法  CO2排出量 ＝ トンキロ ×CO2排出原単位(車種区分別) 

【Ｑ３】改良トンキロ法 CO2排出量 ＝ トンキロ ×CO2排出原単位(最大積載量別、積載率別) 
*改良トンキロ法とは、現在、国土交通省で検討されている算定手法です。 

 
これらの方法で二酸化炭素排出量を算定する場合、①燃料使用量・燃料購入量、②走行距離、③燃費、

④トンキロ、⑤積載率等のデータを収集することが必要となります。データの収集可能性についてお伺い

します。なお、現状実施している算定方法以外でも算定の可能性についてお答えください。 
 
 
Ｑ１ 燃料法による二酸化炭素排出量

の算定に必要な燃料使用量と燃料

購入量のデータ収集方法について

お伺いします。 
燃料使用量や燃料購入量のデー

タをどのような方法で収集してい

ますか？また、収集していない場合、

データの収集は可能ですか？ 

以下の選択肢より該当するもの

を選び、回答欄の番号に○をお付けください。（複数回答可） 

 
 
 

【選択肢】 １．このデータを自社で直接収集し、活用している。 
２．このデータの提供を受けて活用している。 
３．現在は収集・活用していないが、今後このデータを自社で収集できる。 
４．現在は収集・活用していないが、今後このデータの提供を受けることができる。 
５．このデータを把握したいが、データを自社で収集できない。 

６．このデータを把握したいが、データの提供を受けられない。 

７．わからない。 
８．対象外である。 

 
燃料使用量について 

データの種類 回答欄（○をお付けください） 

①実際に使用した燃料の量 

 

１  ２  ３  ４  ５  ６  ７  ８

②燃料購入費（円）を把握し（の提供を受け）、燃料

単価(円/㍑)等を用いて換算した燃料使用量 

１  ２  ３  ４  ５  ６  ７  ８

③上記以外の燃料使用量データ １  ２  ３  ４  ５  ６  ７  ８

（具体的に                  ）  

 

燃料購入量について 

データの種類 回答欄（○をお付けください） 

①実際に購入した燃料の量 
 

１  ２  ３  ４  ５  ６  ７  ８

②燃料購入費（円）を把握し（の提供を受け）、燃料

単価(円/㍑)等用いて換算した燃料購入量 

１  ２  ３  ４  ５  ６  ７  ８

③上記以外の燃料購入量データ １  ２  ３  ４  ５  ６  ７  ８

（具体的に                  ）  

燃料購入量
(㍑) 

燃料使用量
(㍑) 

CO2排出係数
(kg-CO2/㍑)

×
CO2排出量

(kg)
＝

燃料購入量
(㍑) 

期初の
在庫量(㍑) 

期末の
在庫量(㍑) 

＋ －
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Ｑ２ 燃費法による二酸化炭素排

出量を算定するために必要な

走行距離と燃費のデータ収集

方法についてお伺いします。 

走行距離
(km)

燃料使用原単位（燃費）
(km/㍑)

÷

燃料使用量
(㍑) 

CO2排出係数
(kg-CO2/㍑)

×
CO2排出量

(kg)
＝

走行距離や燃費のデータを

どのような方法で収集してい

ますか？また、収集していない

場合、データの収集は可能です

か？ 

以下の選択肢より該当する

ものを選び、回答欄の番号に○をお付けください。（複数回答可） 
 

 
【選択肢】 １．このデータを自社で直接収集し、活用している。 

２．このデータの提供を受けて活用している。 
３．現在は収集・活用していないが、今後このデータを自社で収集できる。 
４．現在は収集・活用していないが、今後このデータの提供を受けることができる。 
５．このデータを把握したいが、データを自社で収集できない。 

６．このデータを把握したいが、データの提供を受けられない。 

７．わからない。 
８．対象外である。 

 
走行距離について 

データの種類 回答欄（○をお付けください） 

①実際の走行距離（距離計などのデータ） 

 

１  ２  ３  ４  ５  ６  ７  ８

②輸送計画における距離（発着地点間の道のり） １  ２  ３  ４  ５  ６  ７  ８

 

③輸送みなし距離（県庁所在地など主要地点間の道の

り） 

１  ２  ３  ４  ５  ６  ７  ８

④上記以外の走行距離データ １  ２  ３  ４  ５  ６  ７  ８

（具体的に                  ）  

 

燃費について 

データの種類 回答欄（○をお付けください） 

①デフォルトの燃費 

(公表されている既存の標準燃費) 

１  ２  ３  ４  ５  ６  ７  ８

 

②自社で独自に設定した（もしくは、他社から提供さ

れた）燃費 

⇒（後の、Ｑ７において具体的にご記入ください。）

１  ２  ３  ４  ５  ６  ７  ８

 

③上記以外の燃費データ １  ２  ３  ４  ５  ６  ７  ８

（具体的に                  ）  

 
 
Ｑ３ トンキロ法や改良トンキロ法による二酸

化炭素排出量を算定するために必要なトン

キロと積載率のデータ収集方法についてお

伺いします。 

輸送量
（ﾄﾝｷﾛ）

CO2排出原単位
(kg-CO2/ﾄﾝｷﾛ)

CO2排出量
(kg)

＝ ×

車種別燃料別最大積載量別
積載率別輸送量

(ﾄﾝｷﾛ)

輸送量
（ﾄﾝｷﾛ）トンキロや積載率のデータをどのような

方法で収集していますか？また、収集してい

ない場合、データの収集は可能ですか？ 

以下の選択肢より該当するものを一つず

つ選び、回答欄の番号に○をお付けください。 
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【選択肢】 １．この方法で収集している。 

２．この方法で収集していないが、収集可能である。 
３．把握したいがデータを収集できない。 
４．わからない。 
５．対象外である。 

 
トンキロについて 

設問 回答欄（○をお付けください） 

①実トンキロ（実重量×実輸送距離）を自社で直接把握する １  ２  ３  ４  ５ 

②実トンキロ（容積より換算した重量×実輸送距離）を自社で直接把握

する 

１  ２  ３  ４  ５ 

③推定実トンキロ（最大積載量×平均積載率×輸送距離）を自社で直接

把握する 

１  ２  ３  ４  ５ 

 

④能力トンキロ（最大積載量×輸送距離）を自社で直接把握する １  ２  ３  ４  ５ 

⑤委託先から輸送距離を提供してもらい、自社で把握している重量デー

タを乗じることによりトンキロを把握する 

１  ２  ３  ４  ５ 

 

⑥委託先が算定したトンキロデータを提供してもらい把握する １  ２  ３  ４  ５ 
⑦上記以外の方法で把握する １  ２  ３  ４  ５ 

（具体的に                        ）  

 

積載率について 

設問 回答欄（○をお付けください） 

①輸送区間ごとの積載率（＝各輸送区間別の輸送重量÷最大積載量）を

算定する 

１  ２  ３  ４  ５ 

②平均的な積載率（代表的な輸送状態を取り上げ、その場合の積載率を

単純平均する）を算定する 

１  ２  ３  ４  ５ 

③積載効率（＝実トンキロ÷能力トンキロで）を算定する 

 

１  ２  ３  ４  ５ 

④上記以外の方法で把握する １  ２  ３  ４  ５ 

（具体的に                        ）  

 
 
Ｑ４ 按分方法についてお伺いします。 
 

Q4-1 収集および集計されたデータを、荷主に対して、どのような頻度、精度で報告することが可能ですか？ 

あてはるものすべてに○をお付けください。（複数回答可） 

 

【報告可能な頻度】 

1．輸送区間（各拠点間）ごとにデータを報告することが可能 

2．運行ごと（トラックが出発してから戻るまで）にデータを報告することが可能 

3．一日ごとにデータを報告することが可能 

4．一週間ごとにデータを報告することが可能 

5．一か月ごとにデータを報告することが可能 

6．半年ごとにデータを報告することが可能 

7．１年ごとにデータを報告することが可能 

8．その他（具体的に：                                ） 

9. 対象外 

 

【報告可能な精度】 

a．トラック一台ごとにデータを把握し、提供が可能 

b．トラックの車種別にデータを把握し、提供が可能 

c．全車種まとめての把握し、提供が可能 
d. 対象外 
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輸配送業務や倉庫業務などにおいて、複数荷主の荷物を取り扱っている場合、荷主へ環境負荷量（燃料

使用量や CO2排出量等）に関するデータを、荷主ごとに按分して提供することが必要となります。 

荷主Ａ
の

荷物

荷主Ａ
の

荷物

CO2

排出量

荷主Ａの
CO2

排出量

荷主Ｂの
CO2

排出量

荷主Ｃの
CO2

排出量

営業倉庫

　　　按　　分　　　

荷主Ａ 荷主Ｂ 荷主Ｃ

荷主Ｂ
の

荷物

荷主Ｃ
の

荷物

荷主Ａ
の

荷物

荷主Ｂ
の

荷物

CO2

排出量

荷主Ａの
CO2

排出量

荷主Ｂの
CO2

排出量

共同便

　　按　分　　

荷主Ａ 荷主Ｂ

  
 

Q4-2 輸配送業務において、複数荷主の荷物を取り扱っている（共同便など按分が必要となる）企業の方々に、

燃料使用量の按分についてお伺いします。複数の荷主に対して燃料使用量のデータを提供する場合、その

燃料使用量のデータをどの方法で按分を行っていますか。また、按分していない場合は、按分は可能です

か？ 以下の選択肢より該当するものを一つずつ選び、回答欄の番号に○をお付けください。 

 
 

【選択肢】 １．この方法で按分している。 
２．この方法で按分していないが、按分可能である。 
３．按分したいがデータを収集できない。 
４．わからない。 
５．対象外である。 

 
 

設問 回答欄（○をお付けください） 

①区間別トン按分 
輸送区間ごとの荷主の荷物重量に応じて按分する方法 

１  ２  ３  ４  ５ 

②トンキロ按分 
荷主ごとに輸送距離を把握し、その間の荷物重量に応じて按分する方法 

１  ２  ３  ４  ５ 

 

③トン按分 
荷主の荷物重量に応じて按分する方法 

１  ２  ３  ４  ５ 

 

④容積按分 
荷主の荷物容積に応じて按分する方法 

１  ２  ３  ４  ５ 

 

⑤料金按分 
荷主から徴収した料金に応じて按分する方法 

１  ２  ３  ４  ５ 

 

⑥上記以外の方法で按分する １  ２  ３  ４  ５ 
（具体的に                           ）  

 
 
Q4-3 複数の荷主が共同で利用している（按分が必要となる）物流拠点（営業用倉庫を想定）を所有している

企業の方々に、電気使用量（燃料使用量）の按分についてお伺いします。 

物流拠点における二酸化炭素排出量の算定は、「電気使用量」や「燃料使用量」から二酸化炭素排出量

を算定する方法で、以下の算定式で表されます。 

 

◆ CO2排出量 ＝ 電気使用量（燃料使用量） × CO2排出係数 

 

複数の荷主に対して電気使用量（燃料使用量）のデータを提供する場合、電気使用量（燃料使用量）の

データをどの方法で按分を行っていますか。また、按分していない場合、按分は可能ですか？ 以下の選

択肢より該当するものを一つ選び、回答欄の番号に○をお付けください。 
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【選択肢】 １．この方法で按分している。 
２．この方法で按分していないが、按分可能である。 
３．按分したいがデータを収集できない。 
４．いかなる方法でも按分できない。 
５．わからない。 
６．対象外である。 

 
 
設問 回答欄（○をお付けください） 

①面積按分（荷主が使用する物流拠点の面積に応じて按分する方法） １  ２  ３  ４  ５  ６

②容積按分（荷主が使用する物流拠点の容積に応じて按分する方法） １  ２  ３  ４  ５  ６

③物流量按分（荷主の物流量（重量や容積）に応じて按分する方法） １  ２  ３  ４  ５  ６

④料金按分（荷主が支払う料金に応じて按分する方法 ①～③が不可能な場合） １  ２  ３  ４  ５  ６

⑤上記以外の方法で按分する １  ２  ３  ４  ５  ６
（具体的に                        ）  

 
■ 自社で購入した「使い捨て包装資材（ワンウェイ）」や「再

使用可能な包装資材（リユース）」は、再使用が不可能になっ

た段階で、いずれ廃棄されることになります。また、包装資

材を再利用、再使用、廃棄するための処理費用や新たな環境

負荷（再利用、再利用、廃棄のための輸送による環境負荷）

が発生し、この費用や環境負荷は上流側、下流側両者にとっ

て大きな負担となっています。 

廃棄分

自社

②包装資材の排出

回収再使用・返還

①包装資材の購入

通過使用

使用

再使用分
再利用分

③企業間で行き来する
　　包装資材

ここでは、包装資材購入量、包装資材排出量（自社外での

リユース、マテリアルリサイクル、サーマルリサイクル、廃

棄のための排出）の算定方法についてお伺いします。 
右の図は、企業に入ってくる包装資材と企業から出て行く

包装資材の動きに着目した図です。企業に出入りする包装資

材の量は大きく分けて３つ考えられます。 
①自社における包装資材の購入量

②自社における包装資材の排出量

（自社外でのリユース、マテリアルリサイクル、サーマルリサイクル、廃棄のための排出） 
③企業間で行き来する包装資材量 
 

これらの包装資材の量のうち、①購入量、②排出量の算定について以下の質問にお答えください。 
 

Q5-1 どのような包装資材を購入していますか？ （複数回答可） 

1. ロジスティクスに関連する包装資材（使い捨て：ワンウェイ） （Q5-2 へ）  

2. ロジスティクスに関連する包装資材（再使用可能：リユース） （Q5-2 へ）  

3. 製品個装 （Q5-2 へ）  

4. 購入していない（Q5-4 へ） 

 
Q5-2 個々の包装資材の購入量は、次に示す算定式を使用して算定することが考えられます。この量を合算す

ることにより、全社の包装資材購入量を把握することができます。貴社が購入している代表的な包装資材

における、算定式の各項目のデータ（①～⑥）の把握状況について、以下の選択肢より該当するものを一

つずつ選び、回答欄の番号に○をお付けください。 

 

①包装資材購入総額
（円）

②単価
（円/個）

③包装資材購入個数
（個）

④単位あたりの重量
（kg/個）

⑤包装資材購入量
（kg）

÷

×
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【選択肢】 １．把握している。 
２．現在、把握していないが、把握可能である。 
３．把握したいがデータを収集できない。 
４．いかなる方法でも把握できない。 
５．わからない。 
６．対象外である。 

 
包装資材購入量について 

設問 回答欄（○をお付けください） 

①包装資材購入総額     （円） １  ２  ３  ４  ５  ６

②包装資材の単価      （円/個、円/箱、円/枚、円/m3 等） １  ２  ３  ４  ５  ６

③包装資材購入個数     （個、箱、枚、m3 等） １  ２  ３  ４  ５  ６

④包装資材の単位あたりの重量（kg/個、kg/箱、kg/枚、kg/m3 等） １  ２  ３  ４  ５  ６

⑤包装資材購入量      （kg、トン 等） １  ２  ３  ４  ５  ６

 

Q5-3  Q5-2 における算定式を使用して、包装資材購入量を素材別（紙、プラスチック等）に算定することは

可能ですか？ 以下の選択肢より該当するものを一つ選び、○をお付けください。ただし、算定のために

必要な人員や時間の負担は考えない場合とします。 

1. 算定できる   2. 算定したことはないが、可能であると思われる 

3. データを素材別に分別できれば算定できる   4. わからない 

5. 算定の必要性を感じない（管理指標として必要性を感じない） 

6. その他（具体的に：                             ） 

 
Q5-4 包装資材を排出（自社外でのリユース、マテリアルリサイクル、サーマルリサイクル、廃棄）していま

すか？ 

1. はい（Q5-5 へ）  2. いいえ（Ｑ６へ） 
 
Q5-5 包装資材の排出量は、右に示す算定

式を使用して算定することが考えら

れます。貴社が排出している代表的な

包装資材における、算定式の各項目の

データ（数値）の把握状況について、

以下の選択肢より該当するものを一

つずつ選び、回答欄の番号に○をお付

けください。 

回収頻度
（回）

１回あたり回収量
（kg/回）

包装資材排出量
（kg）

×

排出数
（個、箱、枚）

単位あたりの重量
（kg/個、 kg/箱、 kg/枚）

×

 
【選択肢】 １．把握している。 

２．現在、把握していないが、把握可能である。 
３．把握したいがデータを収集できない。 
４．いかなる方法でも把握できない。 
５．わからない。 
６．対象外である。 

 
包装資材排出量について 

設問 回答欄（○をお付けください） 

①排出数        （個、箱、枚、m3 等） １  ２  ３  ４  ５  ６

②単位あたりの重量   （kg/個、kg/箱、kg/枚、kg/m3 等） １  ２  ３  ４  ５  ６

③業者の回収頻度    （回） １  ２  ３  ４  ５  ６

④１回あたりの回収重量 （kg/回） １  ２  ３  ４  ５  ６

⑤包装資材排出量    （kg、トン 等） １  ２  ３  ４  ５  ６
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Ｑ5-6 Q5-5 における算定式を使用して、包装資材排出量を素材別（紙、プラスチック等）に算定することは

可能ですか？ 以下の選択肢より該当するものを一つ選び、○をお付けください。ただし、算定のために

必要となる人員や時間を考えない場合とします。 

1. 算定できる   2. 算定したことはないが、可能であると思われる 

3. データを素材別に分別できれば算定できる   4. わからない 

5. 算定の必要性を感じない（管理指標として必要性を感じない） 

6. その他（具体的に：                             ） 

 
Ｑ６ ロジスティクス分野における環境パフォーマンス算定支援システムについてお伺いします。 

「環境調和型ロジスティクス推進マニュアル（http://www.logistics.or.jp/search/chart/lems/index.html）」

に基づく取組を支援し、普及させるためには、各企業が共通に利用できる二酸化炭素排出量の算定機能

や取組状況のチェック機能等を持つ支援システムを整備することが必要です。 

以下に示す支援システムの機能で、必要とお考えになる機能の全てに○をお付け下さい。 

 

支援システムの機能 回答欄（○をお付けください）

①環境負荷量算定機能  
②データ交換機能（物流事業者と荷主間）  
③事例収集・事例検索機能（データベース）  
④アドバイス機能（取組ヒント）  
⑤推計機能（シミュレーション機能）  
⑥その他（具体的に                       ）  
⑦特に必要ない（理由                      ）  

 
Ｑ７ 貴社で保有しているトラックの平均的な燃費をお聞かせください。荷主企業におかれましては、委託

先の平均的な燃費を把握している場合のみご記入ください。なお、貴社の車種区分と例示が異なる場合

は、空白部分にご記入ください。 

 
燃料 エンジン 車種 燃費（km/㍑） 輸配送形態（○をお付けください） 

軽油 ディーゼル 20 トン車 （km/㍑） 幹線輸送 ・ 集配送 ・ その他 

軽油 ディーゼル 15 トン車 （km/㍑） 幹線輸送 ・ 集配送 ・ その他 

軽油 ディーゼル 13 トン車 （km/㍑） 幹線輸送 ・ 集配送 ・ その他 

軽油 ディーゼル 12 トン車 （km/㍑） 幹線輸送 ・ 集配送 ・ その他 

軽油 ディーゼル 11 トン車 （km/㍑） 幹線輸送 ・ 集配送 ・ その他 

軽油 ディーゼル 10 トン車 （km/㍑） 幹線輸送 ・ 集配送 ・ その他 

軽油 ディーゼル 8 トン車 （km/㍑） 幹線輸送 ・ 集配送 ・ その他 

軽油 ディーゼル 4 トン車 （km/㍑） 幹線輸送 ・ 集配送 ・ その他 

軽油 ディーゼル 2 トン車 （km/㍑） 幹線輸送 ・ 集配送 ・ その他 

軽油 ディーゼル １トン車 （km/㍑） 幹線輸送 ・ 集配送 ・ その他 

   （km/㍑） 幹線輸送 ・ 集配送 ・ その他 

   （km/㍑） 幹線輸送 ・ 集配送 ・ その他 

   （km/㍑） 幹線輸送 ・ 集配送 ・ その他 

   （km/㍑） 幹線輸送 ・ 集配送 ・ その他 

   （km/㍑） 幹線輸送 ・ 集配送 ・ その他 

   （km/㍑） 幹線輸送 ・ 集配送 ・ その他 

   （km/㍑） 幹線輸送 ・ 集配送 ・ その他 

   （km/㍑） 幹線輸送 ・ 集配送 ・ その他 

   （km/㍑） 幹線輸送 ・ 集配送 ・ その他 

   （km/㍑） 幹線輸送 ・ 集配送 ・ その他 

   （km/㍑） 幹線輸送 ・ 集配送 ・ その他 

 
＊＊＊ご多忙のところ、ご協力ありがとうございました。＊＊＊ 
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